
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

一

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展

─
ユ
ー
ス
か
ら
ト
ラ
ス
ト
へ

─

西
　
　
山
　
　
敏
　
　
夫

（
凡
例
）

１�

．
引
用
し
た
判
例
内
の
固
有
名
詞
は
、
カ
タ
カ
ナ
（
原
文
）
の
表
記
と
し
た
。

２�

．
訳
語
は
、
基
本
的
に
、
田
中
英
夫
編
「
英
米
法
辞
典
」（
東
大
出
版
会
　
一
九
九
一
年
）、
小
山
貞
夫
編
著
「
英
米
法
律
語
辞

典
」（
研
究
社
　
二
〇
一
一
年
）
に
拠
っ
た
。

３�

．「
ト
ラ
ス
ト
」、「
セ
ト
ル
メ
ン
ト
」、「
バ
ー
ゲ
ン
・
ア
ン
ド
・
セ
ー
ル
」、「
オ
ー
バ
ー
リ
ー
チ
」
等
に
つ
い
て
は
、
訳
語
を
用

い
ず
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
し
た
。

４�

．
本
稿
で
引
用
し
た
判
例
は
、
主
に
、B

aker�&
�M
ilsom

,�S
ources�of�E

nglish�L
egal�H

istory,�2
nd�E
d.�

（O
xford�U

.P
.�

2010

）
に
拠
っ
た
。

論
　
説

）
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

二

１
．
は
じ
め
に

一
六
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
い
て
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
と
エ

ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
関
係
で
あ
る
。
エ
ク
イ
テ
ィ
に
基
づ
く
最
大
の
制
度
が
ユ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
ユ
ー
ス
は
、
土
地
保
有
者
が
コ
モ

ン
・
ロ
ー
不
動
産
権
を
あ
る
者
に
譲
渡
す
る
が
、
そ
れ
を
他
の
者
の
た
め
に
保
有
す
る
こ
と
を
命
じ
る
設
定
で
あ
る
。
こ
の
「
他
の
者
」

の
権
利
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
は
保
護
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
一
五
世
紀
初
頭
よ
り
大
法
官
府
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
対
人
的
移
転
命
令
を

発
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
保
護
し
た
（
１
）

。
こ
の
ユ
ー
ス
は
封
建
的
負
担
を
回
避
す
る
と
い
う
理
由
で
一
五
三
六
年
の
ユ
ー
ス
法
（
２
）

に
よ
り
大

き
く
制
限
さ
れ
た
。

ユ
ー
ス
法
前
文
は
、
制
定
の
目
的
を
「
ユ
ー
ス
を
根
絶
す
る
（extirping

）
こ
と
」
と
表
現
し
た
。
し
か
し
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
も

ユ
ー
ス
は
「
根
絶
」
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
続
し
、「
ト
ラ
ス
ト
」
と
し
て
発
展
し
た
。
こ
の
ユ
ー
ス
か
ら
ト
ラ
ス
ト
へ
の
発
展
に
つ
い
て

は
、
正
確
な
経
緯
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
記
録
、
資
料
も
十
分
で
は
な
い
。
他
方
、
こ
の
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
お
よ
び
ト
ラ
ス

ト
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
し
て
独
自
の
地
位
を
保
持
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
の
発
展
に
与
え
た
影
響
は
、
非
常
に
大
き
い
も
の
が

あ
る
。

本
稿
で
は
、
前
半
で
、「
ユ
ー
ス
法
に
よ
り
制
限
さ
れ
た
ユ
ー
ス
が
ど
う
い
う
経
緯
で
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
復
活
し
た
か
」
を
、
主
要
判

例
を
基
に
検
証
す
る
。
そ
し
て
後
半
で
は
、
ト
ラ
ス
ト
に
代
表
さ
れ
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
抗
し
な
が
ら
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
、
特
に
相
続
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
を
中
心
に
、
ど
の
よ
う
に
発
展
し
た
か
を
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
を
辿
る
こ
と
に

よ
り
概
観
し
て
み
た
い
。

）
二
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

三

エ
ク
イ
テ
ィ
の
発
展
は
、
そ
れ
を
管
轄
す
る
大
法
官
府
（C

hancery

）
の
役
割
の
変
遷
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
信
託
法
の

権
威
、
ス
コ
ッ
ト
教
授
（
３
）

は
、
そ
の
発
展
を
四
期
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
教
授
（
４
）

の
三
分
類
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
。

即
ち
、
第
一
期
は
一
五
三
六
年
の
ユ
ー
ス
法
以
前
、
第
二
期
は
ユ
ー
ス
法
制
定
か
ら
一
六
六
〇
年
の
テ
ニ
ュ
ア
廃
止
法
ま
で
、
第
三
期
は

そ
れ
以
降
の
一
八
世
紀
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
不
動
産
権
の
発
展
で
あ
る
。

始
め
に
念
頭
に
置
く
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
時
期
の
政
治
的
背
景
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
期
は
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
を
代
表
と
す
る
強
い
国

王
の
時
代
、
第
二
期
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
発
展
期
の
ク
ッ
ク
（C

oke （５
）

）
を
代
表
と
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
時
代
、
そ
し
て
第
三
期
は
、

一
七
世
紀
の
政
治
革
命
以
降
の
状
況
を
背
景
と
し
て
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
（L

ord�N
ottingham （

６
）

）
ら
が
実
現
し
た
よ
り
強
い
エ
ク
イ

テ
ィ
の
時
代
で
あ
る
。

２
．
第
一
期

　

ユ
ー
ス
法
ま
で

①
　
ユ
ー
ス
法
の
規
定
内
容

ま
ず
第
一
期
は
、
一
五
三
六
年
の
ユ
ー
ス
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
経
緯
で
あ
る
。
強
力
な
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
下
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国

の
勢
力
は
大
い
に
伸
長
し
、
国
王
の
権
力
も
増
大
し
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
一
五
世
紀
か
ら
始
ま
っ
た
ユ
ー
ス
が
蔓
延
し
た
。
こ
の
目
的

は
主
に
、
封
建
的
負
担
の
回
避
と
遺
贈
の
自
由
の
確
保
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に
前
者
に
お
い
て
国
王
の
損
失
が
大
き
か
っ

た
の
で
、
大
土
地
保
有
者
の
反
対
を
受
け
な
が
ら
も
制
定
さ
れ
た
の
が
ユ
ー
ス
法
で
あ
る
。
ユ
ー
ス
法
の
主
た
る
目
的
は
、
ユ
ー
ス
を
通

じ
て
の
封
建
的
制
約
の
回
避
を
制
限
し
、
国
王
へ
の
封
建
的
負
担
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
は
封
建
制
の
基
礎
と
な
る

）
三
（
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日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

四

シ
ー
ズ
ン
（seisin （７
）

）
を
ベ
ー
ス
に
規
定
が
構
成
さ
れ
た
。

ユ
ー
ス
法
の
主
要
部
分
の
骨
子
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
あ
る
者
【
受
託
者
】
が
他
人
の
ユ
ー
ス
（use

）、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
ス
（confidence

）、
ト
ラ
ス
ト
（trust

）
の
た
め
に
土
地
お

よ
び
そ
れ
と
同
等
の
財
産
を
現
に
、
も
し
く
は
将
来
占
有
（be�seised

）
す
る
場
合
、
本
法
以
降
（henceforth

）
は
、
ユ
ー
ス
、

コ
ン
フ
ィ
デ
ン
ス
、
ト
ラ
ス
ト
を
有
す
る
こ
れ
ら
の
他
人
【
受
益
者
】
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
趣
旨
、
解
釈
、
目
的
の
た
め

に
は
土
地
の
占
有
を
保
持
し
、
彼
ら
【
受
益
者
】
が
当
該
土
地
に
関
し
、
ユ
ー
ス
、
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
ス
、
ト
ラ
ス
ト
の
中
で
過

去
に
有
し
、
も
し
く
は
将
来
有
す
る
の
と
同
じ
不
動
産
権
を
占
有
す
る
」（
一
部
省
略
、【
　
】
は
筆
者
の
追
加
）

ユ
ー
ス
法
の
形
式
は
、
ユ
ー
ス
自
体
を
廃
止
す
る
の
で
は
な
く
、「
あ
る
者
（feoffee

＝
ユ
ー
ス
受
託
者
）
が
シ
ー
ズ
ン
を
他
人
の
た
め

に
保
有
す
る
場
合
は
、
爾
後
そ
の
他
人
、
す
な
わ
ち
受
益
者
（cestui�que�use

）
が
シ
ー
ズ
ン
を
有
す
る
と
取
り
扱
う
」
と
い
う
形
式
で

あ
っ
た
の
で
、
こ
の
規
定
の
間
隙
に
ユ
ー
ス
が
生
き
残
る
余
地
が
あ
っ
た
。

②
　
ユ
ー
ス
法
の
対
象
外

ユ
ー
ス
法
の
適
用
に
関
し
て
は
、
主
に
以
下
の
場
合
が
、
ユ
ー
ス
法
の
対
象
外
と
解
釈
さ
れ
た
。

⑴
　
期
間
権
の
ユ
ー
ス
…
期
間
権
（term

�of�years

）
に
は
シ
ー
ズ
ン
が
な
い
の
で
ユ
ー
ス
法
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
当
初
は
自
由
保
有

権
の
代
わ
り
に
こ
の
期
間
権
の
ユ
ー
ス
で
代
替
さ
せ
る
方
法
が
追
求
さ
れ
た
。

⑵
　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ユ
ー
ス
…
ユ
ー
ス
受
託
者
が
土
地
の
管
理
権
を
保
有
す
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ユ
ー
ス
は
、
名
義
の
み
が
ユ
ー
ス
受
託
者

）
四
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

五

に
残
る
パ
ッ
シ
ィ
ブ
・
ユ
ー
ス
（passive�use

）
と
異
な
り
、
実
際
に
地
代
、
収
穫
を
受
領
、
配
分
す
る
の
で
、
ユ
ー
ス
法
の
適
用
は

な
い
と
解
さ
れ
た
。

⑶
　
個
人
の
た
め
で
は
な
く
、
教
会
、
大
学
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
等
の
「
特
定
目
的
の
た
め
」
の
ユ
ー
ス

⑷
　
二
重
ユ
ー
ス
…“to�A

�to�the�use�of�B
�to�the�use�of�C

”

、
の
形
の
ユ
ー
ス
。
こ
の
場
合
、「
最
初
の
ユ
ー
ス
の
み
が
ユ
ー
ス
法

に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
、
後
の
ユ
ー
ス
は
生
存
す
る
」、
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
後
述
の
通
り
こ
れ
が
容

易
に
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

③
　
ト
ラ
ス
ト
の
起
源

一
五
三
六
年
ユ
ー
ス
法
の
文
言
に
あ
る
よ
う
に
、
元
々
ト
ラ
ス
ト
は
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
ス
（confidence

）
と
並
ん
で
、
ユ
ー
ス
と
同
等
の

も
の
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ユ
ー
ス
法
は
ユ
ー
ス
の
対
象
と
し
て
土
地
の
自
由
保
有
権
に
集
中
し
た
た
め
、
そ
れ
以
外
の

「
人
的
資
産
（personal�property

）」
は
規
制
の
対
象
外
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
ユ
ー
ス
法
以
前
か
ら
広
く
行
わ
れ
て
い

た
、「
ユ
ー
ス
受
託
者
に
目
的
の
た
め
の
資
金
調
達
を
指
示
（direction�to�feoffees�to�raise�m

oney�for�a�purpose

）」
を
付
し
た
ユ
ー
ス

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
地
を
ユ
ー
ス
受
託
者
に
移
転
を
す
る
が
、
そ
の
主
眼
は
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
収
益
の
管
理
・
配
分
に
あ
り
、
ユ
ー

ス
法
起
草
者
も
こ
れ
を
認
め
る
意
向
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ツ
（active�arrangem

ents

）」

は
「
ユ
ー
ス
」
で
は
な
く
「
ト
ラ
ス
ト
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
後
に
徐
々
に
「
ユ
ー
ス
法
の
対
象
と
な
ら
な
い
ユ
ー
ス
が
『
ト
ラ
ス
ト
』

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」、
と
い
う
説
明
が
説
得
力
が
有
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ミ
ル
ソ
ム
（M

ilsom

）

教
授
は
、「
ユ
ー
ス
法
、
遺
言
法
の
起
草
者
た
ち
は
、
遺
言
の
有
効
性
を
認
め
る
の
と
、
ト
ラ
ス
テ
ィ
が
こ
れ
ら
の
指
示
を
実
行
す
る
た

め
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
タ
イ
ト
ル
を
保
持
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
（
８
）

」
と
解
説
し
て
い
る
。

）
五
（



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

五

に
残
る
パ
ッ
シ
ィ
ブ
・
ユ
ー
ス
（passive�use

）
と
異
な
り
、
実
際
に
地
代
、
収
穫
を
受
領
、
配
分
す
る
の
で
、
ユ
ー
ス
法
の
適
用
は

な
い
と
解
さ
れ
た
。

⑶
　
個
人
の
た
め
で
は
な
く
、
教
会
、
大
学
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
等
の
「
特
定
目
的
の
た
め
」
の
ユ
ー
ス

⑷
　
二
重
ユ
ー
ス
…“to�A

�to�the�use�of�B
�to�the�use�of�C

”

、
の
形
の
ユ
ー
ス
。
こ
の
場
合
、「
最
初
の
ユ
ー
ス
の
み
が
ユ
ー
ス
法

に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
、
後
の
ユ
ー
ス
は
生
存
す
る
」、
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
後
述
の
通
り
こ
れ
が
容

易
に
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

③
　
ト
ラ
ス
ト
の
起
源

一
五
三
六
年
ユ
ー
ス
法
の
文
言
に
あ
る
よ
う
に
、
元
々
ト
ラ
ス
ト
は
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
ス
（confidence

）
と
並
ん
で
、
ユ
ー
ス
と
同
等
の

も
の
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ユ
ー
ス
法
は
ユ
ー
ス
の
対
象
と
し
て
土
地
の
自
由
保
有
権
に
集
中
し
た
た
め
、
そ
れ
以
外
の

「
人
的
資
産
（personal�property

）」
は
規
制
の
対
象
外
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
ユ
ー
ス
法
以
前
か
ら
広
く
行
わ
れ
て
い

た
、「
ユ
ー
ス
受
託
者
に
目
的
の
た
め
の
資
金
調
達
を
指
示
（direction�to�feoffees�to�raise�m

oney�for�a�purpose

）」
を
付
し
た
ユ
ー
ス

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
地
を
ユ
ー
ス
受
託
者
に
移
転
を
す
る
が
、
そ
の
主
眼
は
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
収
益
の
管
理
・
配
分
に
あ
り
、
ユ
ー

ス
法
起
草
者
も
こ
れ
を
認
め
る
意
向
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ツ
（active�arrangem

ents

）」

は
「
ユ
ー
ス
」
で
は
な
く
「
ト
ラ
ス
ト
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
後
に
徐
々
に
「
ユ
ー
ス
法
の
対
象
と
な
ら
な
い
ユ
ー
ス
が
『
ト
ラ
ス
ト
』

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」、
と
い
う
説
明
が
説
得
力
が
有
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ミ
ル
ソ
ム
（M

ilsom

）

教
授
は
、「
ユ
ー
ス
法
、
遺
言
法
の
起
草
者
た
ち
は
、
遺
言
の
有
効
性
を
認
め
る
の
と
、
ト
ラ
ス
テ
ィ
が
こ
れ
ら
の
指
示
を
実
行
す
る
た

め
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
タ
イ
ト
ル
を
保
持
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
（
８
）

」
と
解
説
し
て
い
る
。

）
五
（
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六

３
．
第
二
期

　

ユ
ー
ス
法
以
降

①
　
大
法
官
府
の
立
場

国
王
の
法
律
顧
問
で
あ
る
大
法
官
の
役
所
で
あ
る
大
法
官
府
は
国
王
の
意
向
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
ず
、
基
本
的
に
は
ユ
ー
ス
法
の
文

言
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
他
方
、
エ
ク
イ
テ
ィ
一
般
に
つ
い
て
管
轄
す
る
大
法
官
府
は
、
正
義
と
良
心
に
つ
い
て
大
い
に

関
心
が
あ
り
、
個
別
ケ
ー
ス
の
「
詐
欺
（fraud

）」
や
「
矛
盾
（repugnancy

）」、
に
関
し
て
独
自
の
判
断
権
限
を
留
保
し
た
。
こ
の
結
果
、

弁
護
士
も
最
初
か
ら
ユ
ー
ス
法
の
回
避
を
目
的
と
し
た
と
い
う
よ
り
、
ユ
ー
ス
法
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
上
記
の
例
外
の
範
囲
内
で
極
力

回
避
策
を
模
索
し
た
努
力
が
感
じ
ら
れ
る
。

②
　
ユ
ー
ス
法
の
回
避

ユ
ー
ス
法
を
回
避
す
る
た
め
、
ユ
ー
ス
法
の
枠
内
で
最
初
に
利
用
さ
れ
た
の
は
、
期
間
権
の
利
用
で
あ
る
。
期
間
権
は
自
由
保
有
権
で

は
な
い
の
で
「
占
有
（possession

）」
は
あ
る
が
「
シ
ー
ズ
ン
」
は
な
い
。
よ
っ
て
、
土
地
の
自
由
保
有
権
譲
渡
に
代
え
て
シ
ー
ズ
ン
の

な
い
期
間
権
の
形
式
を
採
用
し
、
そ
の
ユ
ー
ス
と
し
て
占
有
を
移
転
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
一
〇
〇
〇
年
」
な
ど
の
超
長
期

の
期
間
権
の
ユ
ー
ス
も
出
現
し
問
題
と
な
っ
た
。
次
に
出
て
き
た
の
は
、
既
述
の
通
り
、
債
務
返
済
の
た
め
の
ユ
ー
ス
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
へ

の
ユ
ー
ス
、
そ
し
て
妻
子
の
収
入
確
保
の
た
め
の
地
代
、
収
穫
等
の
ユ
ー
ス
を
特
例
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
問
題
が
具
体
的
に
現
れ
て
き
た
の
が
、
バ
ー
ゲ
ン
・
ア
ン
ド
・
セ
ー
ル
（B

argain�and�S
ale

、
以
下
Ｂ
＆
Ｓ
と
略
す
）

の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
Ｂ
＆
Ｓ
は
公
示
土
地
譲
渡
（feoffm

ent

）
と
異
な
り
、
正
式
の
公
示
占
有
移
転
手
続
（livery�of�seisin

）
を
伴
わ
ず

に
不
動
産
を
合
意
と
対
価
に
基
づ
い
て
譲
渡
す
る
簡
便
な
方
法
で
あ
り
、
そ
の
簡
便
性
お
よ
び
第
三
者
の
ユ
ー
ス
受
託
者
を
介
在
さ
せ
る

）
六
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

七

必
要
が
な
く
リ
ス
ク
も
低
い
こ
と
か
ら
広
く
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
元
々
代
金
支
払
済
の
、
す
な
わ
ち
約
因
を
有

す
る
が
引
渡
を
受
け
ら
れ
な
い
譲
受
人
を
保
護
す
る
た
め
に
エ
ク
イ
テ
ィ
上
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
場
合
、
譲
受
人
は
シ
ー
ズ
ン
で

は
な
く
、
黙
示
ユ
ー
ス
（im

plied�use

）
を
取
得
す
る
と
解
さ
れ
た
（
９
）

。
こ
こ
で
譲
渡
人
が
移
転
は
す
る
も
の
の
、
何
ら
か
の
権
利
を
自
分

に
留
保
し
よ
う
と
し
て
こ
の
後
に
自
分
宛
の
ユ
ー
ス
を
付
着
さ
せ
る
と
、
形
式
的
に
は
ユ
ー
ス
の
後
に
ユ
ー
ス
を
付
加
す
る
こ
と
と
な
り
、

二
重
ユ
ー
ス
と
な
る
。
こ
れ
が
テ
ィ
レ
ル
ズ
・
ケ
ー
ス
（T

yrel ’s�C
ase

）
で
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

③
　
一
五
五
七
年
　
テ
ィ
レ
ル
ズ
・
ケ
ー
ス

テ
ィ
レ
ル
ズ
・
ケ
ー
ス
は
二
重
ユ
ー
ス
の
出
発
点
と
も
言
わ
れ
る
有
名
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
実
際
は
、
正
式
の
詳
細
な
裁
判
記
録
は

な
く
断
片
的
な
私
的
レ
ポ
ー
ト
（
10
）

が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論
は
、「
二
重
ユ
ー
ス
は
無
効
」
と
の
判
示
で
あ
っ
た
。

本
ケ
ー
ス
は
、
ジ
ェ
ー
ン
・
テ
ィ
レ
ル
（Jane�T

yrel

）
が
四
〇
〇
マ
ー
ク
（m

ark

）
を
対
価
と
し
て
息
子
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
（G

eorge

）

に
Ｂ
＆
Ｓ
の
形
式
で
土
地
を
譲
渡
す
る
と
と
も
に
、
自
分
の
生
涯
の
間
、
収
益
を
受
け
取
る
た
め
の
ユ
ー
ス
を
設
定
し
た
（Jane�B

&
S
�to�

G
eorge�to�the�use�of�herself

）
事
例
で
あ
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
ジ
ェ
ー
ン
は
ジ
ョ
ー
ジ
の
た
め
の
黙
示
ユ
ー
ス
の
受
託
者
と
な
る
の
で
、

本
件
の
設
定
は
、“Jane�w

as�seised�to�the�use�of�G
eorge�to�the�use�of�herself� ”

と
な
り
、
形
式
的
に
は
二
重
ユ
ー
ス
と
な
る
。

そ
の
後
に
ジ
ェ
ー
ン
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
（A

lexander

）
と
再
婚
し
、
一
五
五
七
年
に
ジ
ェ
ー
ン
は
死
去
し
た
。
ジ
ェ
ー
ン
の
財
産
を

引
き
継
い
だ
夫
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
と
前
夫
の
息
子
ジ
ョ
ー
ジ
と
の
間
で
の
相
続
関
係
が
問
題
に
な
っ
た
。

争
点
は
、
一
番
目
の
ユ
ー
ス
（
Ｂ
＆
Ｓ
に
よ
る
黙
示
ユ
ー
ス
）
と
二
番
目
の
（
約
因
を
受
け
取
っ
て
い
る
ジ
ェ
ー
ン
へ
の
）
ユ
ー
ス
は
矛
盾
す

る
か
、
お
よ
び
、
二
番
目
の
ユ
ー
ス
が
一
番
目
の
ユ
ー
ス
を
支
え
る
基
礎
（foundation

）
と
な
り
う
る
か
、
で
あ
っ
た
。
判
決
は
、
第
二

の
ユ
ー
ス
は
無
効
で
ジ
ョ
ー
ジ
勝
訴
と
な
っ
た
。
主
な
理
由
は
、「
ユ
ー
ス
か
ら
ユ
ー
ス
は
生
ま
れ
な
い
（a�use�cannot�be�engendered�

）
七
（
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の
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で
ジ
ョ
ー
ジ
勝
訴
と
な
っ
た
。
主
な
理
由
は
、「
ユ
ー
ス
か
ら
ユ
ー
ス
は
生
ま
れ
な
い
（a�use�cannot�be�engendered�

）
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

八

of�a�use

）」
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

本
ケ
ー
ス
は
、“to�A

,�to�the�use�of�B
,�to�the�use�of�C

”

と
い
う
よ
う
な
単
純
な
ケ
ー
ス
で
は
な
く
、
最
初
の
ユ
ー
ス
は
Ｂ
＆
Ｓ

に
基
づ
く
、
シ
ー
ズ
ン
の
移
転
を
伴
わ
な
い
「
黙
示
ユ
ー
ス
」
で
あ
っ
た
。
本
ケ
ー
ス
を
詳
細
に
検
証
し
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
教
授
は
、「
ダ

イ
ヤ
ー
（D

yer
）
レ
ポ
ー
ト
に
あ
る
「
ユ
ー
ス
か
ら
ユ
ー
ス
は
生
じ
な
い
」
の
正
確
な
意
味
は
、「
Ｂ
＆
Ｓ
か
ら
黙
示
ユ
ー
ス
は
発
生
す

る
が
、
黙
示
ユ
ー
ス
に
シ
ー
ズ
ン
は
な
い
の
で
、
二
番
目
の
ユ
ー
ス
の
基
礎
と
は
な
ら
ず
、
両
者
は
矛
盾
す
る
（repugnant

）
と
い
う
意

味
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
12
）

。
本
件
は
有
名
な
ケ
ー
ス
で
は
あ
る
が
、
二
重
ユ
ー
ス
を
用
い
て
ユ
ー
ス
法
の
回
避
を
図
っ
た
と
い
う
よ

り
、
Ｂ
＆
Ｓ
を
通
じ
て
の
単
純
不
動
産
権
の
移
転
の
合
法
性
お
よ
び
パ
ッ
シ
ィ
ブ
・
ユ
ー
ス
へ
の
繋
が
り
が
関
心
を
呼
ん
だ
も
の
と
思
わ

れ
る
。

④
　
未
発
生
将
来
権

ユ
ー
ス
法
は
、「
ユ
ー
ス
の
根
絶
」
を
目
的
と
し
た
が
、
他
方
、
受
益
者
の
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
に
転

換
し
た
た
め
、
従
来
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
権
利
が
一
気
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
不
動
産
法
の
体
系
は
混
乱
し
た
。
こ
の
典
型
例
が
「
移
転
ユ
ー
ス
（shifting�use

）」
と
「
発
生
ユ
ー
ス
（springing�use

）」

で
あ
る
。

移
転
ユ
ー
ス
と
は
、“to�A

�for�life,�but�if�B
�returns�from

�R
om
e,�to�the�use�of�B

”

の
よ
う
に
、
特
定
の
条
件
成
就
の
場
合
、

先
行
不
動
産
権
の
権
利
を
奪
う
形
の
ユ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
形
で
の
将
来
権
の
設
定
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
は
無
効
で
あ
っ
た
が
ユ
ー
ス

で
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
発
生
ユ
ー
ス
と
は
、“to�the�use�of�A

�and�his�heirs�w
hen�A

�m
arries�B

”

の
形
の
ユ
ー
ス
で
あ
り
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
は
期
限
や
条
件
を
付
し
た
不
動
産
権
（estate

）
は
無
効
と
さ
れ
て
い
た
が
、
エ
ク
イ
テ
ィ
は
条
件
成
就
や
期
限
到
来

）
八
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

九

に
よ
っ
て
現
れ
出
る
ユ
ー
ス
を
発
生
ユ
ー
ス
と
し
て
認
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
重
視
し
て
き
た
「
シ
ー
ズ
ン
の
原

則
」、
特
に
「
シ
ー
ズ
ン
の
連
続
性
に
空
白
（abeyance�of�seisin

）
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
重
要
な
原
則
に
反
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

ユ
ー
ス
法
に
基
づ
き
条
件
の
成
就
を
待
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
に
転
換
さ
れ
た
ユ
ー
ス
は
総
称
し
て
「
未
発
生
将
来
権

（executory�interest

）
と
よ
ば
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
転
換
さ
れ
た
権
利
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
整
合
性
を
崩
す
も
の
で
あ
り
、「
権
利
の
細

片
（scintilla�juris （13
）

）」
の
事
例
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
理
論
上
大
き
な
問
題
と
な
り
、
実
務
的
に
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
衝
突
が

多
発
し
た
。
当
初
は
、
裁
判
所
も
こ
の
条
件
付
ユ
ー
ス
の
形
で
の
未
発
生
将
来
権
を
認
め
る
姿
勢
で
あ
っ
た
が
、
一
六
世
紀
後
半
に
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
や
裁
判
官
は
、
そ
れ
を
制
限
す
る
方
向
に
転
じ
た
。

⑤
　
未
確
定
残
余
権

こ
の
未
確
定
発
生
権
に
対
応
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
将
来
の
権
利
は
、「
未
確
定
残
余
権
（contingent�rem

ainder

）」
で
あ
る
。
こ

の
権
利
は
、“to�A

�for�life,�rem
ainder�to�the�heirs�of�B

”

の
よ
う
に
、
設
定
時
に
確
定
（vested

）
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
残
余

権
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
重
要
視
す
る
「
占
有
不
存
在
」
を
発
生
さ
せ
、
封
建
的
義
務
の
回
避
と
共
に
「
永
久
拘

束
」
に
繋
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
は
非
常
に
制
限
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
（
14
）

。
し
か
し
、
時
代
の
変
化
と
と

も
に
そ
の
態
度
も
変
化
し
、
一
六
世
紀
後
半
に
は
死
亡
以
外
の
条
件
設
定
も
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
当
初
、
未
確
定
残
余
権
は
、

「
発
生
時
か
ら
（ab�initio

）」
無
効
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
こ
の
条
件
は
緩
和
さ
れ
、「
先
行
不
動
産
権
が
消
滅
す
る
前
に
確
定
す
れ

ば
よ
い
（tim

ely�vesting

）」
と
な
り
、
確
定
の
時
期
は
延
期
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
未
確
定
残
余
権
を
先
行
す
る
生
涯
権
者
が
破
棄

（destroy

）
し
て
残
余
権
の
付
着
し
て
い
な
い
不
動
産
と
し
て
処
分
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
期
間
権
の
ユ
ー
ス
等
を
利
用
す
れ
ば
破
棄

）
九
（



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

九

に
よ
っ
て
現
れ
出
る
ユ
ー
ス
を
発
生
ユ
ー
ス
と
し
て
認
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
重
視
し
て
き
た
「
シ
ー
ズ
ン
の
原

則
」、
特
に
「
シ
ー
ズ
ン
の
連
続
性
に
空
白
（abeyance�of�seisin

）
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
重
要
な
原
則
に
反
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

ユ
ー
ス
法
に
基
づ
き
条
件
の
成
就
を
待
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
に
転
換
さ
れ
た
ユ
ー
ス
は
総
称
し
て
「
未
発
生
将
来
権

（executory�interest
）
と
よ
ば
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
転
換
さ
れ
た
権
利
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
整
合
性
を
崩
す
も
の
で
あ
り
、「
権
利
の
細

片
（scintilla�juris （13
）

）」
の
事
例
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
理
論
上
大
き
な
問
題
と
な
り
、
実
務
的
に
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
衝
突
が

多
発
し
た
。
当
初
は
、
裁
判
所
も
こ
の
条
件
付
ユ
ー
ス
の
形
で
の
未
発
生
将
来
権
を
認
め
る
姿
勢
で
あ
っ
た
が
、
一
六
世
紀
後
半
に
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
や
裁
判
官
は
、
そ
れ
を
制
限
す
る
方
向
に
転
じ
た
。

⑤
　
未
確
定
残
余
権

こ
の
未
確
定
発
生
権
に
対
応
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
将
来
の
権
利
は
、「
未
確
定
残
余
権
（contingent�rem

ainder

）」
で
あ
る
。
こ

の
権
利
は
、“to�A

�for�life,�rem
ainder�to�the�heirs�of�B

”

の
よ
う
に
、
設
定
時
に
確
定
（vested

）
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
残
余

権
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
重
要
視
す
る
「
占
有
不
存
在
」
を
発
生
さ
せ
、
封
建
的
義
務
の
回
避
と
共
に
「
永
久
拘

束
」
に
繋
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
は
非
常
に
制
限
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
（
14
）

。
し
か
し
、
時
代
の
変
化
と
と

も
に
そ
の
態
度
も
変
化
し
、
一
六
世
紀
後
半
に
は
死
亡
以
外
の
条
件
設
定
も
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
当
初
、
未
確
定
残
余
権
は
、

「
発
生
時
か
ら
（ab�initio

）」
無
効
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
こ
の
条
件
は
緩
和
さ
れ
、「
先
行
不
動
産
権
が
消
滅
す
る
前
に
確
定
す
れ

ば
よ
い
（tim

ely�vesting

）」
と
な
り
、
確
定
の
時
期
は
延
期
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
未
確
定
残
余
権
を
先
行
す
る
生
涯
権
者
が
破
棄

（destroy

）
し
て
残
余
権
の
付
着
し
て
い
な
い
不
動
産
と
し
て
処
分
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
期
間
権
の
ユ
ー
ス
等
を
利
用
す
れ
ば
破
棄

）
九
（
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を
回
避
で
き
る
の
か
が
、
以
後
の
不
動
産
の
大
き
な
争
点
と
な
っ
た
。

⑥
　
セ
ト
ル
メ
ン
ト
と
永
久
拘
束

大
土
地
保
有
者
は
、
そ
の
土
地
を
相
続
人
が
守
っ
て
家
系
の
中
に
留
め
る
相
続
方
法
を
期
待
し
た
。
こ
れ
は
被
相
続
人
の
妻
や
次
男
以

下
の
子
息
、
娘
た
ち
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
六
世
紀
後
半
に
は
、
新
興
の
中
規
模
土
地
保
有
階
級
が
新
し

い
フ
ァ
ミ
リ
ー
を
創
設
し
、
土
地
の
永
久
拘
束
を
図
る
動
き
が
増
加
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
15
）

。
元
来
、
こ
の
目
的
は
、
限
嗣
不
動
産
権

を
連
ね
る
こ
と
に
よ
り
達
成
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
は
、「
譲
渡
の
自
由
」
を
重
視
し
、
馴
合
不
動
産
回
復

訴
訟
（com

m
on�recovery

）
を
用
い
て
限
嗣
不
動
産
権
を
廃
棄
（bar

）
し
、
単
純
不
動
産
権
と
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
た

た
め
、
限
嗣
封
土
権
を
通
じ
て
の
永
久
拘
束
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
代
わ
り
に
考
え
出
さ
れ
た
の
が
最
初
の
相
続
人
に
生
涯
権
の
み
を
与
え
、
次
の
世
代
に
は
残
余
権
を
連
ね
る
方
式
で
あ
っ
た
。
し

か
し
前
記
の
通
り
、
残
余
権
、
特
に
不
確
定
残
余
権
は
生
涯
権
者
に
破
棄
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
回
避
す
る
方
法
が
必
要

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
生
涯
権
の
後
に
未
確
定
ユ
ー
ス
で
繋
ぐ
方
法
で
あ
る
。
エ
ク
イ
テ
ィ
側
は
、
こ
れ
は
先
行
す

る
生
涯
権
者
に
よ
り
破
棄
で
き
な
い
と
主
張
し
た
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
側
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
じ
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
を
主
張

し
て
衝
突
し
た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
不
動
産
法
の
最
大
の
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
典
型
的
な

ケ
ー
ス
が
チ
ャ
ド
レ
ー
・
ケ
ー
ス
（C

hudleigh�C
ase （16

）
）
で
あ
る
。

⑦
　
チ
ャ
ド
レ
ー
・
ケ
ー
ス

チ
ャ
ド
レ
ー
・
ケ
ー
ス
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

）
一
一
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

一
一

一
五
五
七
年
に
父
親
サ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ド
レ
ー
（S

ir�R
ichard�C

hudleigh

）
は
、「
自
分
お
よ
び
メ
ア
リ
ー
と
の
間
の
嗣
子

の
ユ
ー
ス
に
→
（
中
略
）
→
長
男
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
（C

hristopher

）
の
生
存
中
は
受
託
者
の
ユ
ー
ス
に
→
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
の
死
後
は

彼
の
第
一
男
子
相
続
人
の
ユ
ー
ス
に
→
（
次
に
）
第
二
男
子
相
続
人
に
」、
と
い
う
長
い
セ
ト
ル
メ
ン
ト
を
設
定
し
た
。
サ
ー
・
リ

チ
ャ
ー
ド
の
死
後
、
一
五
五
九
年
に
受
託
者
か
ら
土
地
の
譲
渡
を
受
け
た
長
男
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
は
、
一
五
六
一
年
に
彼
の
長
男
ス
ト
レ

チ
リ
ー
（S

tretchley

）、
一
五
六
三
年
に
次
男
ジ
ョ
ン
（John

）
を
得
た
。
一
五
六
四
年
に
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
は
未
確
定
ユ
ー
ス

（contingent�use

）
が
付
着
し
た
土
地
を
単
純
不
動
産
権
と
し
て
チ
チ
ェ
ス
タ
ー
（C

hichester

）
に
譲
渡
し
た
。
他
方
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー

お
よ
び
彼
の
長
男
ス
ト
レ
チ
リ
ー
の
死
後
（
一
五
七
二
年
）、
当
初
セ
ト
ル
メ
ン
ト
に
基
づ
き
次
男
ジ
ョ
ン
が
ユ
ー
ス
を
承
継
し
た
。
ジ
ョ

ン
か
ら
譲
渡
を
受
け
た
デ
ィ
ロ
ン
（D

illon

）
が
チ
チ
ェ
ス
タ
ー
よ
り
の
賃
借
権
に
基
づ
き
土
地
を
占
有
し
よ
う
と
し
た
フ
レ
イ
ン

（F
reine

）
を
侵
害
訴
訟
（trespass

）
に
よ
り
提
訴
し
た
。

本
件
は
、
未
確
定
ユ
ー
ス
受
益
者
と
土
地
の
譲
受
人
の
争
い
で
あ
る
が
、
争
点
は
第
一
に
、
ト
ラ
ス
テ
ィ
か
ら
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
へ
の

譲
渡
時
に
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
（not�being�in�esse

）
次
男
ジ
ョ
ン
へ
の
未
確
定
ユ
ー
ス
の
有
効
性
で
あ
り
、
第
二
に
、
ト
ラ
ス
テ
ィ

か
ら
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
へ
の
譲
渡
が
、
未
確
定
ユ
ー
ス
を
破
棄
で
き
る
か
で
あ
っ
た
。

王
座
裁
判
所
の
上
級
裁
判
所
と
も
言
え
る
財
務
府
会
議
室
裁
判
所
（C

ourt�of�E
xchequer�C

ham
ber （17

）
）
の
判
決
は
、
過
去
半
世
紀
の
判

例
を
覆
し
、
譲
受
人
フ
レ
イ
ン
、
即
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
側
の
勝
訴
と
し
た
。
そ
の
結
論
は
、「
未
確
定
ユ
ー
ス
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
じ

原
則
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
」
と
い
う
主
旨
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
先
行
不
動
産
権
の
終
結
時
に
未
確
定
で
あ
っ
た
当
該
ユ
ー
ス
も
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
原
則
に
従
う
べ
き
こ
と
と
な
り
、
譲
渡
人
は
未
確
定
残
余
権
を
破
棄
で
き
た
の
と
同
じ
く
、
未
生
存
者
へ
の
ユ
ー
ス
を
破

棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
。

）
一
一
（
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一
一

一
五
五
七
年
に
父
親
サ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ド
レ
ー
（S

ir�R
ichard�C

hudleigh

）
は
、「
自
分
お
よ
び
メ
ア
リ
ー
と
の
間
の
嗣
子

の
ユ
ー
ス
に
→
（
中
略
）
→
長
男
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
（C

hristopher

）
の
生
存
中
は
受
託
者
の
ユ
ー
ス
に
→
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
の
死
後
は

彼
の
第
一
男
子
相
続
人
の
ユ
ー
ス
に
→
（
次
に
）
第
二
男
子
相
続
人
に
」、
と
い
う
長
い
セ
ト
ル
メ
ン
ト
を
設
定
し
た
。
サ
ー
・
リ

チ
ャ
ー
ド
の
死
後
、
一
五
五
九
年
に
受
託
者
か
ら
土
地
の
譲
渡
を
受
け
た
長
男
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
は
、
一
五
六
一
年
に
彼
の
長
男
ス
ト
レ

チ
リ
ー
（S

tretchley
）、
一
五
六
三
年
に
次
男
ジ
ョ
ン
（John

）
を
得
た
。
一
五
六
四
年
に
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
は
未
確
定
ユ
ー
ス

（contingent�use

）
が
付
着
し
た
土
地
を
単
純
不
動
産
権
と
し
て
チ
チ
ェ
ス
タ
ー
（C

hichester

）
に
譲
渡
し
た
。
他
方
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー

お
よ
び
彼
の
長
男
ス
ト
レ
チ
リ
ー
の
死
後
（
一
五
七
二
年
）、
当
初
セ
ト
ル
メ
ン
ト
に
基
づ
き
次
男
ジ
ョ
ン
が
ユ
ー
ス
を
承
継
し
た
。
ジ
ョ

ン
か
ら
譲
渡
を
受
け
た
デ
ィ
ロ
ン
（D

illon

）
が
チ
チ
ェ
ス
タ
ー
よ
り
の
賃
借
権
に
基
づ
き
土
地
を
占
有
し
よ
う
と
し
た
フ
レ
イ
ン

（F
reine

）
を
侵
害
訴
訟
（trespass

）
に
よ
り
提
訴
し
た
。

本
件
は
、
未
確
定
ユ
ー
ス
受
益
者
と
土
地
の
譲
受
人
の
争
い
で
あ
る
が
、
争
点
は
第
一
に
、
ト
ラ
ス
テ
ィ
か
ら
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
へ
の

譲
渡
時
に
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
（not�being�in�esse
）
次
男
ジ
ョ
ン
へ
の
未
確
定
ユ
ー
ス
の
有
効
性
で
あ
り
、
第
二
に
、
ト
ラ
ス
テ
ィ

か
ら
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
へ
の
譲
渡
が
、
未
確
定
ユ
ー
ス
を
破
棄
で
き
る
か
で
あ
っ
た
。

王
座
裁
判
所
の
上
級
裁
判
所
と
も
言
え
る
財
務
府
会
議
室
裁
判
所
（C

ourt�of�E
xchequer�C

ham
ber （17

）
）
の
判
決
は
、
過
去
半
世
紀
の
判

例
を
覆
し
、
譲
受
人
フ
レ
イ
ン
、
即
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
側
の
勝
訴
と
し
た
。
そ
の
結
論
は
、「
未
確
定
ユ
ー
ス
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
じ

原
則
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
」
と
い
う
主
旨
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
先
行
不
動
産
権
の
終
結
時
に
未
確
定
で
あ
っ
た
当
該
ユ
ー
ス
も
コ

モ
ン
・
ロ
ー
の
原
則
に
従
う
べ
き
こ
と
と
な
り
、
譲
渡
人
は
未
確
定
残
余
権
を
破
棄
で
き
た
の
と
同
じ
く
、
未
生
存
者
へ
の
ユ
ー
ス
を
破

棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
。

）
一
一
（
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一
二

⑧
　
ク
ッ
ク
と
ベ
イ
コ
ン

こ
の
ケ
ー
ス
に
被
告
側
で
関
与
し
た
二
人
の
有
名
な
法
律
家
の
ユ
ー
ス
と
ト
ラ
ス
ト
に
関
す
る
意
見
の
相
違
が
、
注
目
を
集
め
た
。
コ

モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
の
エ
ー
ス
で
あ
り
、
司
法
長
官
と
し
て
被
告
（
譲
受
人
）
側
に
立
っ
た
ク
ッ
ク
（C

oke （18
）

）
は
、「
ユ
ー
ス
と
は
、
他
の

者
に
託
さ
れ
た
ト
ラ
ス
ト
も
し
く
は
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
ス
で
あ
り
、
土
地
か
ら
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
不
動
産
権
お
よ
び
土
地
に
関
係

す
る
者
に
対
し
て
、
当
事
者
間
の
保
有
関
係
（privity

）
に
お
い
て
の
み
付
着
す
る
付
随
物
（collateral

）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ユ
ー
ス

受
益
者
は
収
益
を
受
領
し
、
占
有
を
保
持
す
る
テ
ナ
ン
ト
は
、
不
動
産
権
を
指
示
に
従
い
管
理
す
る
。
受
益
者
は
、
対
物
権
（jus�in�re

）

も
物
に
対
す
る
対
人
権
（jus�ad�rem

）
も
持
た
な
い
が
、
ト
ラ
ス
ト
も
し
く
は
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
ス
を
有
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
救
済
は

得
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
ト
ラ
ス
ト
違
反
に
つ
い
て
は
大
法
官
府
へ
の
罰
則
付
召
喚
令
状
（subpoena

）
の
み
を
有
す
る
」
も
の
で
あ
り
、

「
ト
ラ
ス
ト
は
ユ
ー
ス
と
同
じ
も
の
で
あ
る
の
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
じ
ル
ー
ル
に
従
う
べ
き
で
あ
る
（
19
）

」
と
主
張
し
た
。

他
方
、
ク
ッ
ク
の
同
時
代
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
、
後
に
一
六
一
七
年
か
ら
一
六
二
一
年
に
大
法
官
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
ベ
イ
コ
ン

（F
rancis�B

acon （20
）

）
も
被
告
人
側
に
立
ち
、
基
本
的
に
は
ユ
ー
ス
法
を
遵
守
し
な
が
ら
も
ト
ラ
ス
ト
に
対
し
て
は
よ
り
寛
容
な
立
場
を
示

し
た
。
ベ
イ
コ
ン
は
先
例
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、
本
件
の
問
題
は
、
ユ
ー
ス
自
体
で
は
な
く
、
ト
ラ
ス
テ
ィ
の
処
分
権
を
妨
げ
る
よ

う
な
未
確
定
ユ
ー
ス
が
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
ク
ッ
ク
と
は
別
の
観
点
か
ら
被
告
を
弁
護
し
た
。
本
判
決
後
も
、
ベ
イ
コ
ン
は
、「
ユ
ー

ス
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
ル
ー
ル
に
ほ
ぼ
一
致
す
べ
き
と
さ
れ
た
が
、
依
然
古
く
か
ら
の
性
質
も
留
保
し
て
お
り
、
設
定
者
の
意
図
に
則
し

て
よ
り
自
由
に
解
釈
さ
れ
う
る
（
21
）

」
と
述
べ
、
ユ
ー
ス
の
存
続
を
支
持
し
た
。

一
六
世
紀
末
の
状
況
に
つ
い
て
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
（P

lucknett

）
教
授
は
、「
チ
ャ
リ
テ
ィ
、
債
務
返
済
の
た
め
や
Ｂ
＆
Ｓ
の
後
の
ユ
ー

ス
を
大
法
官
府
は
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
一
六
〇
〇
年
の
サ
ー
・
モ
イ
ル
・
フ
ィ
ン
チ
（S

ir�M
oyle�F

inch

）
ケ
ー
ス
（
22
）

に
お

）
一
二
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

一
三

い
て
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
Ｂ
＆
Ｓ
に
お
い
て
付
加
さ
れ
た
、
Ａ
の
債
務
支
払
の
た
め
の
ト
ラ
ス
ト
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
と
し
て
執
行
可
能
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
借
入
返
済
の
た
め
の
ト
ラ
ス
ト
は
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
み
な
さ
れ
、
大
法
官
府
は
容
認
し
た
の
で
あ
る
（
23
）

」
と
指
摘
し
て

い
る
。
ベ
イ
コ
ン
は
、
当
時
の
実
情
に
つ
き
、「
ユ
ー
ス
法
の
結
果
、
我
が
国
の
相
続
は
海
上
に
放
り
投
げ
ら
れ
た
よ
う
な
状
況
に
あ
り
、

ど
の
船
が
沈
ん
で
、
ど
の
船
が
天
国
に
行
く
か
わ
か
ら
な
い
不
安
定
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
（
24
）

」
と
述
べ
た
。

⑨
　
一
七
世
紀
前
半
の
混
乱

こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
一
七
世
紀
前
半
の
不
動
産
法
の
最
大
の
争
点
は
、「
期
間
権
の
将
来
的
遺
贈
（executory�devise�of�term

s

）
と

な
っ
た
。
自
由
保
有
権
で
な
い
期
間
権
を
連
結
さ
せ
れ
ば
「
永
久
拘
束
」
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
側
の

危
惧
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
人
的
資
産
で
あ
る
期
間
権
に
残
余
権
を
認
め
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
六
〇
九
年
の
マ
ニ
ン
グ
ズ
（M

anning ’s （25
）

）
ケ
ー
ス
は
、
従
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
常
識
を
破
り
、
リ
ー
ス
権

か
ら
生
涯
権
を
控
除
し
た
残
余
部
分
の
遺
贈
を
認
め
た
。
ま
た
、
一
六
二
〇
年
の
ペ
ル
ズ
対
ブ
ラ
ウ
ン
（P

ells�v.�B
row
n

）
判
決
（
26
）

は
、
Ａ

が“devise�of�freehold�to�A
,�but�if�A

�should�die�in�the�lifetim
e�of�B

,�to�B
”

と
い
う
遺
贈
を
設
定
し
な
が
ら
、
馴
合
不
動
産
訴

訟
に
よ
り
Ｂ
の
権
利
を
破
棄
し
Ｘ
に
譲
渡
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
設
定
は
単
純
不
動
産
権
の
後
の
設
定
と
い
う
点

で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
反
し
、「
発
生
時
か
ら
（ab�initio

）」
無
効
と
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
王
座
裁
判
所
は
、
ユ
ー
ス
の
限
定
は
コ

モ
ン
・
ロ
ー
と
同
じ
で
あ
る
べ
き
と
い
う
チ
ャ
ド
レ
ー
・
ケ
ー
ス
を
否
定
し
、
こ
の
よ
う
な
設
定
も
有
効
で
あ
り
、「
未
発
生
将
来
権
は
、

先
行
不
動
産
権
で
あ
る
自
由
保
有
権
に
依
拠
す
る
の
で
な
い
か
ら
破
棄
不
可
能
」
と
の
驚
く
べ
き
判
断
を
下
し
た
。
こ
の
結
果
、
実
際
は

Ａ
の
生
存
中
、「
破
棄
不
可
能
な
限
嗣
不
動
産
権
」
と
同
じ
性
質
を
持
つ
よ
う
な
単
純
不
動
産
権
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
側
の
法
律
家
の
強
い
反
発
を
招
い
た
。

）
一
三
（



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
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法
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け
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三

い
て
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
Ｂ
＆
Ｓ
に
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付
加
さ
れ
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、
Ａ
の
債
務
支
払
の
た
め
の
ト
ラ
ス
ト
は
、
エ
ク
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と
し
て
執
行
可
能
で
あ
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こ
と
が
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さ
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。
借
入
返
済
の
た
め
の
ト
ラ
ス
ト
は
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
み
な
さ
れ
、
大
法
官
府
は
容
認
し
た
の
で
あ
る
（
23
）

」
と
指
摘
し
て

い
る
。
ベ
イ
コ
ン
は
、
当
時
の
実
情
に
つ
き
、「
ユ
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ス
法
の
結
果
、
我
が
国
の
相
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は
海
上
に
放
り
投
げ
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よ
う
な
状
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に
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、

ど
の
船
が
沈
ん
で
、
ど
の
船
が
天
国
に
行
く
か
わ
か
ら
な
い
不
安
定
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
（
24
）

」
と
述
べ
た
。

⑨
　
一
七
世
紀
前
半
の
混
乱

こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
一
七
世
紀
前
半
の
不
動
産
法
の
最
大
の
争
点
は
、「
期
間
権
の
将
来
的
遺
贈
（executory�devise�of�term

s

）
と

な
っ
た
。
自
由
保
有
権
で
な
い
期
間
権
を
連
結
さ
せ
れ
ば
「
永
久
拘
束
」
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
側
の

危
惧
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
人
的
資
産
で
あ
る
期
間
権
に
残
余
権
を
認
め
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
六
〇
九
年
の
マ
ニ
ン
グ
ズ
（M

anning ’s （25
）

）
ケ
ー
ス
は
、
従
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
常
識
を
破
り
、
リ
ー
ス
権

か
ら
生
涯
権
を
控
除
し
た
残
余
部
分
の
遺
贈
を
認
め
た
。
ま
た
、
一
六
二
〇
年
の
ペ
ル
ズ
対
ブ
ラ
ウ
ン
（P

ells�v.�B
row
n

）
判
決
（
26
）

は
、
Ａ

が“devise�of�freehold�to�A
,�but�if�A

�should�die�in�the�lifetim
e�of�B

,�to�B
”

と
い
う
遺
贈
を
設
定
し
な
が
ら
、
馴
合
不
動
産
訴

訟
に
よ
り
Ｂ
の
権
利
を
破
棄
し
Ｘ
に
譲
渡
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
設
定
は
単
純
不
動
産
権
の
後
の
設
定
と
い
う
点

で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
反
し
、「
発
生
時
か
ら
（ab�initio

）」
無
効
と
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
王
座
裁
判
所
は
、
ユ
ー
ス
の
限
定
は
コ

モ
ン
・
ロ
ー
と
同
じ
で
あ
る
べ
き
と
い
う
チ
ャ
ド
レ
ー
・
ケ
ー
ス
を
否
定
し
、
こ
の
よ
う
な
設
定
も
有
効
で
あ
り
、「
未
発
生
将
来
権
は
、

先
行
不
動
産
権
で
あ
る
自
由
保
有
権
に
依
拠
す
る
の
で
な
い
か
ら
破
棄
不
可
能
」
と
の
驚
く
べ
き
判
断
を
下
し
た
。
こ
の
結
果
、
実
際
は

Ａ
の
生
存
中
、「
破
棄
不
可
能
な
限
嗣
不
動
産
権
」
と
同
じ
性
質
を
持
つ
よ
う
な
単
純
不
動
産
権
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
側
の
法
律
家
の
強
い
反
発
を
招
い
た
。

）
一
三
（
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一
四

こ
れ
ら
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
支
持
す
る
法
律
家
た
ち
が
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
努
力
し
た
の
が
、
一
六
二
三
年
の
チ
ャ
イ
ル
ド
対
ベ
イ

リ
ー
（C

hilde�v.�B
ailee

）
ケ
ー
ス
（
27
）

で
あ
る
。
同
ケ
ー
ス
の
事
実
は
、「
長
男
へ
の
限
嗣
リ
ー
ス
（
期
間
権
）
の
贈
与
→
も
し
長
男
が
後
継
な

く
死
亡
し
た
ら
次
男
へ
」、
と
い
う
設
定
に
お
い
て
次
男
へ
の
遺
贈
の
効
力
が
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
判
決
は
、「
限
嗣
リ
ー
ス
の
後

に
設
定
さ
れ
た
将
来
的
遺
贈
は
不
可
」
と
判
断
し
た
。
こ
の
揺
れ
動
く
判
決
の
決
着
は
、
異
な
る
観
点
か
ら
下
さ
れ
た
後
の
ノ
ー
フ
ォ
ー

ク
公
爵
事
件
（D

uke�of�N
orfolk ’s�case

）
判
決
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ユ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
一
六
三
八
年
の
サ
ン
バ
ッ
ク
対
ダ
ル
ス
ト
ン
（S

am
bach�v.�D

alston

）
ケ
ー
ス
（
28
）

で
初
め
て
二
重
ユ
ー
ス
が
認
め

ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
サ
ン
バ
ッ
ク
・
ケ
ー
ス
の
事
実
は
、
Ｐ
が
妻
Ｍ
、
養
子
モ
リ
ス
（M

orris

）
を
対
象
に“to�

D
alston�and�W

illis�

（trustees

）�to�the�use�of�them
�in�fee�sim

ple,�to�the�use�of�M
�in�tail,�rem

ainder�to�M
orris,�infant�

adopted�by�P
”

と
の
設
定
を
し
た
。P
�
お
よ
び
ウ
ィ
リ
ス
（W

illis

）
が
死
亡
し
た
の
で
、
Ｍ
、
サ
ン
バ
ッ
ク
（
Ｍ
の
二
番
目
の
夫
）
が
ト

ラ
ス
テ
ィ
の
ダ
ル
ス
ト
ン
（D

alston

）
に
限
嗣
不
動
産
権
の
土
地
を
移
転
（to�convey

）
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
被
告
は
モ
リ
ス
の
保
護

を
主
張
し
た
が
、
判
決
は
、
原
告
へ
の
廃
棄
不
可
の
限
嗣
不
動
産
権
（unbarrable�entail

）
の
移
転
（convey

）
を
認
め
た
。
た
だ
し
こ
れ

は
、
二
重
ユ
ー
ス
そ
の
も
の
を
認
め
た
の
で
は
な
く
、
設
定
者
の
意
思
を
推
測
、
判
断
し
た
結
果
と
し
て
ダ
ル
ス
ト
ン
に
「
移
転
（to�

convey

）」
を
指
示
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
直
ち
に
、「
パ
ッ
シ
ィ
ブ
・
ト
ラ
ス
ト
（passive�trust

）」
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
が
、
結
果

的
に
そ
こ
へ
の
第
一
歩
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
シ
ン
プ
ソ
ン
教
授
は
、「
オ
リ
バ
ー
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
（O

liver�C
rom
w
ell

）
は
、
当
時
の
不
動

産
法
に
つ
い
て
〝
神
を
も
お
そ
れ
ぬ
無
秩
序
（ungodly�jum

ble

）”
と
評
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
な
点
も
あ
る
」
と
解
説

）
一
四
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

一
五

し
て
い
る
（
29
）

。
４
．
第
三
期

　

一
六
六
〇
年
テ
ニ
ュ
ア
廃
止
法
以
降

①
　
テ
ニ
ュ
ア
廃
止
法

一
七
世
紀
に
入
っ
て
封
建
制
が
衰
退
す
る
と
共
に
、
一
六
二
八
年
の
清
教
徒
革
命
か
ら
一
六
四
八
年
の
王
政
復
古
に
か
け
、
国
制
は
大

き
く
混
乱
し
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
国
王
の
力
が
徐
々
に
低
下
し
、
議
会
の
力
が
強
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
議
会
は
、
大
地
主
階

級
の
意
向
を
反
映
す
る
立
法
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
立
法
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
の
歴
史
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
封
建
制
を
ベ
ー
ス

に
し
て
確
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
か
な
り
「
革
命
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
エ
ク
イ
テ
ィ
の
権
利
は
、

本
格
的
に
拡
大
し
た
。
具
体
的
に
は
、
一
六
六
〇
年
に
は
、
テ
ニ
ュ
ア
廃
止
法
が
制
定
さ
れ
て
、
騎
士
奉
仕
が
廃
止
さ
れ
て
鋤
奉
仕

（socage

）
の
み
が
残
り
、
国
王
は
そ
の
代
わ
り
に
新
た
な
税
収
を
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
テ
ニ
ュ
ア
に
お
け
る
封
建
的
義
務
の
履
行
を
厳

し
く
監
督
し
た
後
見
裁
判
所
（C

ourt�of�W
ards�and�L

iveries （30
）

）
も
廃
止
さ
れ
た
。
当
初
、
ユ
ー
ス
法
の
目
的
は
、
封
建
的
負
担
の
回
避

防
止
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
政
治
経
済
情
勢
の
変
化
及
び
テ
ニ
ュ
ア
廃
止
法
に
よ
り
、
こ
の
ユ
ー
ス
法
の
主
た
る
目
的
が
消
失
し
た
。

そ
れ
に
代
わ
っ
て
重
要
に
な
っ
た
の
は
、「
ト
ラ
ス
ト
の
独
立
性
」
の
認
定
で
あ
り
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
に
お
け
る
永
久
拘
束
を
確
保
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
の
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
役
割
で
あ
っ
た
。

②
　
テ
ニ
ュ
ア
法
廃
止
の
前
後

テ
ニ
ュ
ア
（T

enue

）
廃
止
法
前
の
一
六
四
八
年
の
レ
ッ
ク
ス
対
ホ
ラ
ン
ド
（R

ex�v.�H
olland （31

）
）
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
既
に
、
国
王
に
よ

）
一
五
（
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（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

一
六

る
没
収
を
回
避
す
る
目
的
で
、
土
地
が
外
国
人
ユ
ー
ス
の
た
め
の
ト
ラ
ス
ト
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
場
合
、「
外
国
人
に
よ
る
土
地
の
取
得

は
禁
止
さ
れ
る
」
と
の
規
定
に
抵
触
す
る
か
、
そ
れ
と
も
受
益
者
側
ロ
ー
ヤ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
に
「
ト
ラ
ス
ト
は
単
な
る
請
求
権

（cause�of�action

）
で
あ
り
不
動
産
権
で
は
な
い
」
の
か
が
争
点
に
な
っ
た
。
ロ
ー
ル
（R

olle

）
裁
判
長
は
「
ト
ラ
ス
ト
の
性
質
は
固
定
し

た
も
の
で
は
な
く
、
ト
ラ
ス
ト
内
の
財
産
の
内
容
に
よ
る
」
と
判
示
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、「
ト
ラ
ス
ト
は
単
な
る
請
求
権
で
は
な
く

財
産
権
（property
）
で
あ
る
」
と
い
う
国
王
側
の
主
張
を
支
持
し
た
。
こ
れ
は
、「
財
産
権
」
と
し
て
の
ト
ラ
ス
ト
を
認
め
た
も
の
で
、

「
後
の
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
判
決
に
通
じ
る
ド
ア
を
開
け
た
も
の
」
と
評
さ
れ
て
い
る
（
32
）

。

テ
ニ
ュ
ア
廃
止
法
後
の
一
六
六
八
年
に
は
、「
Ｂ
＆
Ｓ
の
後
の
ユ
ー
ス
が
認
め
ら
れ
た
最
初
の
ケ
ー
ス
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
ア
ッ

シ
ュ
対
ガ
レ
ン
（A

sh�v.�G
allen

）
ケ
ー
ス
（
33
）

が
発
生
し
た
。
同
ケ
ー
ス
は
、
公
示
封
土
譲
渡
の
代
わ
り
に
誤
っ
て
Ｂ
＆
Ｓ
を
用
い
て
し
ま
っ

た
た
め
、
第
二
の
ユ
ー
ス
の
有
効
性
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
裁
判
所
は
第
二
の
ユ
ー
ス
を
認
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ト
ラ
ス
ト
だ
け
で
な
く
パ
ッ
シ
ィ
ブ
・
ト
ラ
ス
ト
に
ま
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
明
確
で
な
い
。
こ
の
頃
の

状
況
に
つ
い
て
、
シ
ン
プ
ソ
ン
教
授
は
、「
複
数
の
資
料
か
ら
判
断
す
る
と
、
二
番
目
の
ユ
ー
ス
は
大
法
官
府
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
結

論
と
し
て
の
不
動
産
権
付
与
命
令
（order�to�convey

）
の
下
で
執
行
可
能
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
34
）

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

③
　
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
登
場

そ
し
て
、
一
六
七
三
年
に
は
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
（L

ord�N
ottingham （

35
）

）
が
大
法
官
に
就
任
し
（
在
任
、
一
六
七
三
年
─
一
六
八
二
年
）、

大
法
官
府
の
新
た
な
時
代
が
始
ま
っ
た
。
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
は
司
法
次
官
の
時
、
詐
欺
防
止
法
や
テ
ニ
ュ
ア
廃
止
法
の
制
定
に
関
わ
り
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ
び
時
代
の
変
化
に
通
暁
し
て
い
た
。
エ
ク
イ
テ
ィ
の
役
割
に
関
す
る
彼
の
基
本
的
立
場
は
、「
大
法
官
府
は
、
コ
モ

）
一
六
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

一
七

ン
・
ロ
ー
が
救
済
を
持
た
な
い
場
合
に
の
み
救
済
で
き
る
。
し
か
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
救
済
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
す
べ
て
エ
ク
イ

テ
ィ
で
救
済
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
良
心
に
は
、
市
民
法
的
で
政
治
的
（civilis�et�

politica

）
な
良
心
と
、
自
然
で
内
面
的
（naturalis�et�interna

）
な
良
心
の
二
種
類
が
あ
る
。
多
く
の
問
題
は
、
内
面
的
で
自
然
的
な
良

心
に
反
す
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
公
的
で
政
治
的
な
エ
ク
イ
テ
ィ
の
執
行
に
よ
っ
て
は
是
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

も
し
エ
ク
イ
テ
ィ
を
縛
る
ル
ー
ル
が
な
い
な
ら
、
他
の
法
は
す
べ
て
崩
壊
し
、
あ
ら
ゆ
る
決
定
が
恣
意
的
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
エ
ク
イ
テ
ィ
に
お
け
る
原
則
の
重
要
性
を
強
調
し
た
（
36
）

。

他
方
、
彼
は
、
ユ
ー
ス
法
の
対
象
と
な
る
ユ
ー
ス
を
、
そ
れ
以
前
の
一
四
八
三
年
法
（
37
）

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
受
益
者
の
財
産
処
分
権
限

（pow
ers

）
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
狭
い
範
囲
に
限
定
し
て
、
そ
れ
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
に
転
換
す
る
が
、
そ

れ
以
外
の
も
の
は
ユ
ー
ス
法
に
よ
る
転
換
の
対
象
と
な
ら
な
い
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
主
張
し
、「
ユ
ー
ス
が
ユ
ー
ス
の
上
に

設
定
さ
れ
る
場
合
、
二
番
目
の
ユ
ー
ス
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
有
効
で
は
な
く
執
行
さ
れ
な
い
が
、
ト
ラ
ス
ト
と
な
り
大
法
官
府
で
執
行
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
宣
言
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
判
決
を
詳
細
に
追
跡
し
た
イ
エ
イ
ル
（Y

ale

）
教
授
は
、

「
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
は
、
Ｂ
＆
Ｓ
や
土
地
収
益
（profit

）
の
場
合
と
は
異
な
る“T

o�A
�in�fee�to�the�use�of�B

�in�fee�to�the�use�of�

C
”

の
譲
渡
形
式
に
お
い
て
、
Ｂ
は
シ
ー
ズ
ン
と
ユ
ー
ス
の
両
方
を
有
し
裁
量
権
を
持
つ
と
と
も
に
、
Ｃ
へ
の
信
認
義
務
を
負
う
。
そ
れ

に
基
づ
く
Ｃ
へ
の
設
定
は
、
ユ
ー
ス
法
の
限
定
的
な
解
釈
に
則
す
れ
ば
、
ユ
ー
ス
法
の
適
用
を
受
け
な
い
ト
ラ
ス
ト
で
あ
る
、
と
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
」
と
分
析
し
て
い
る
（
38
）

。
た
だ
し
ユ
ー
ス
と
ト
ラ
ス
ト
が
本
来
的
に
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
見
解
に
つ

い
て
、
シ
ン
プ
ソ
ン
教
授
は
、「
こ
の
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
39
）

。

）
一
七
（



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

一
七

ン
・
ロ
ー
が
救
済
を
持
た
な
い
場
合
に
の
み
救
済
で
き
る
。
し
か
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
救
済
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
す
べ
て
エ
ク
イ

テ
ィ
で
救
済
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
良
心
に
は
、
市
民
法
的
で
政
治
的
（civilis�et�

politica
）
な
良
心
と
、
自
然
で
内
面
的
（naturalis�et�interna

）
な
良
心
の
二
種
類
が
あ
る
。
多
く
の
問
題
は
、
内
面
的
で
自
然
的
な
良

心
に
反
す
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
公
的
で
政
治
的
な
エ
ク
イ
テ
ィ
の
執
行
に
よ
っ
て
は
是
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

も
し
エ
ク
イ
テ
ィ
を
縛
る
ル
ー
ル
が
な
い
な
ら
、
他
の
法
は
す
べ
て
崩
壊
し
、
あ
ら
ゆ
る
決
定
が
恣
意
的
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
エ
ク
イ
テ
ィ
に
お
け
る
原
則
の
重
要
性
を
強
調
し
た
（
36
）

。

他
方
、
彼
は
、
ユ
ー
ス
法
の
対
象
と
な
る
ユ
ー
ス
を
、
そ
れ
以
前
の
一
四
八
三
年
法
（
37
）

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
受
益
者
の
財
産
処
分
権
限

（pow
ers

）
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
狭
い
範
囲
に
限
定
し
て
、
そ
れ
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
に
転
換
す
る
が
、
そ

れ
以
外
の
も
の
は
ユ
ー
ス
法
に
よ
る
転
換
の
対
象
と
な
ら
な
い
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
主
張
し
、「
ユ
ー
ス
が
ユ
ー
ス
の
上
に

設
定
さ
れ
る
場
合
、
二
番
目
の
ユ
ー
ス
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
有
効
で
は
な
く
執
行
さ
れ
な
い
が
、
ト
ラ
ス
ト
と
な
り
大
法
官
府
で
執
行
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
宣
言
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
判
決
を
詳
細
に
追
跡
し
た
イ
エ
イ
ル
（Y

ale

）
教
授
は
、

「
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
は
、
Ｂ
＆
Ｓ
や
土
地
収
益
（profit
）
の
場
合
と
は
異
な
る“T

o�A
�in�fee�to�the�use�of�B

�in�fee�to�the�use�of�

C
”

の
譲
渡
形
式
に
お
い
て
、
Ｂ
は
シ
ー
ズ
ン
と
ユ
ー
ス
の
両
方
を
有
し
裁
量
権
を
持
つ
と
と
も
に
、
Ｃ
へ
の
信
認
義
務
を
負
う
。
そ
れ

に
基
づ
く
Ｃ
へ
の
設
定
は
、
ユ
ー
ス
法
の
限
定
的
な
解
釈
に
則
す
れ
ば
、
ユ
ー
ス
法
の
適
用
を
受
け
な
い
ト
ラ
ス
ト
で
あ
る
、
と
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
」
と
分
析
し
て
い
る
（
38
）

。
た
だ
し
ユ
ー
ス
と
ト
ラ
ス
ト
が
本
来
的
に
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
見
解
に
つ

い
て
、
シ
ン
プ
ソ
ン
教
授
は
、「
こ
の
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
39
）

。

）
一
七
（
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一
八

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
大
法
官
就
任
後
、
一
六
七
九
年
の
グ
レ
イ
対
コ
ル
ヴ
ィ
ル
（G
rey�v.�C

olville

）
ケ
ー
ス
（
40
）

に
お
い
て
、「
ト
ラ
ス
ト

の
資
産
は
受
益
者
の
も
の
で
あ
り
、
受
益
者
の
債
権
者
に
対
す
る
責
任
を
負
う
」
と
判
示
さ
れ
、
ま
た
一
六
八
一
年
の
ビ
バ
ン
ト
対
ポ
ウ

プ
（B

evant�v.�P
ope

）
ケ
ー
ス
（
41
）

に
お
い
て
は
、「
ト
ラ
ス
テ
ィ
の
妻
の
寡
婦
産
は
、
ト
ラ
ス
ト
の
財
産
か
ら
引
き
出
せ
な
い
」
と
し
て
、

ト
ラ
ス
テ
ィ
の
義
務
違
反
に
対
す
る
受
益
者
の
権
利
が
支
持
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、「
対
人
的
な
債
務
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た

ユ
ー
ス
に
対
物
的
な
効
力
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
ト
ラ
ス
ト
の
「
エ
ク
イ
テ
ィ
不
動
産
権
（equitable�estate

）」
化
は
徐
々
に
進
展
し

た
。ノ

ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
、
ホ
ウ
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
、
以
下
の
通
り
評
し
て
い
る
。「
こ
れ
ら
の
、
そ
し
て
他
の

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
判
決
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
原
則
を
確
立
す
る
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
エ
ク
イ
テ
ィ
の
原
則
の
確
立
が
エ
ク
イ
テ
ィ

の
性
質
自
体
を
変
更
し
、
そ
の
性
質
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
関
係
を
現
代
的
な
基
礎
の
上
に
据
え
た
。
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
は
、
エ
ク
イ

テ
ィ
裁
判
所
が
活
動
す
る
原
理
の
組
織
化
と
体
系
化
の
仕
事
に
取
り
掛
か
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
仕
事
の
結
果
、
エ
ク
イ
テ
ィ
は
、
そ
の

最
終
的
な
形
式
を
形
成
し
た
。
エ
ク
イ
テ
ィ
の
原
理
、
も
し
く
は
エ
ク
イ
テ
ィ
の
性
質
自
体
へ
の
彼
の
影
響
を
見
る
時
、
我
々
は
、『
現

代
エ
ク
イ
テ
ィ
の
父
』
と
い
う
伝
統
的
な
称
号
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
（
42
）

。」

④
　
新
し
い
移
転
形
式

一
八
世
期
初
頭
に
は
、
ユ
ー
ス
が
付
着
し
て
い
る
場
合
、
ユ
ー
ス
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
不
動
産
権
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、

不
動
産
移
転
の
形
式
と
し
て“to�A

�unto�and�to�the�use�of�A
�in�trust�of�B

”

の
公
式
が
案
出
さ
れ
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
、
よ
り

一
般
的
な
ト
ラ
ス
ト
の
設
定
形
式
と
な
っ
た
。
Ａ
の
前
に“unto ”

が
入
っ
て
い
る
の
は
、
Ｂ
の
ト
ラ
ス
ト
の
基
礎
と
し
て
の
自
由
保
有

権
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
り
、“to�the�use�of� ”

の
挿
入
は
Ｂ
へ
の
ト
ラ
ス
ト
（
ユ
ー
ス
）
が
転
換
さ
れ
な
い
た
め
と
説
明
さ
れ
て

）
一
八
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

一
九

い
る
（
43
）

。
そ
し
て
こ
の
形
式
は
、「
不
動
産
権
と
ユ
ー
ス
が
一
体
と
な
っ
て
移
転
す
る
」
と
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
裁
判
所
は
、
こ
れ
は
二
重
ユ
ー
ス
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
Ｂ
の
ト
ラ
ス
ト
は
大
法
官
府
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
解
釈
し
た
。

エ
ク
イ
テ
ィ
側
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、“to�trustees�unto�and�to�the�use�of�trustees,�in�trust�for�C

”

の
形
式
で
対
抗
し
た
。

一
九
世
紀
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
も
こ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
（
44
）

。

⑤
　
ユ
ー
ス
と
ト
ラ
ス
ト
の
差
異

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ユ
ー
ス
か
ら
ト
ラ
ス
ト
へ
の
発
展
過
程
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。「
新
し
い
ト
ラ
ス
ト
は
ユ
ー
ス

の
偽
装
で
あ
る
」
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
シ
ン
プ
ソ
ン
教
授
は
以
下
の
通
り
説
明
し
て
い
る
（
45
）

。「
ト
ラ
ス
ト
は
そ
の

有
効
性
に
つ
い
て
の
制
約
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
ト
ラ
ス
ト
は
、
財
産
に
対
し
て
ユ
ー
ス
受
託
者
が
本
来
的
に
（in�the�per （46
）

）
対
抗

で
き
る
者
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
背
後
に
い
る
（in�the�post

）
者
に
も
対
抗
で
き
る
。
ト
ラ
ス
ト
は
、『
認
識
（notice

）
の
な
い
有
償
の

購
入
者
』
以
外
の
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
、
た
と
え
そ
れ
が
不
法
占
拠
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
土
地
を
拘
束
す
る
。
ト
ラ
ス
ト
は
、
あ

る
者
が
他
の
者
に
個
人
的
信
頼
を
置
く
場
合
以
外
に
も
発
生
す
る
が
、
こ
れ
は
ユ
ー
ス
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
（
47
）

。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
「
背
後
に
い
る
者
」
の
例
は
、
鰥
夫
産
権
利
者
、
寡
婦
産
権
利
者
、
お
よ
び
不
動
産
没
収
（escheat

）
に
よ
り
取
得
し
た
領
主
で
あ
り
、

彼
ら
は
す
べ
て
ユ
ー
ス
に
対
す
る
第
三
者
（stranger

）
で
あ
る
が
、
エ
ク
イ
テ
ィ
権
益
よ
り
上
位
の
権
利
を
保
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
ト
ラ
ス
ト
に
お
い
て
は
ユ
ー
ス
の
場
合
と
異
な
り
、
こ
れ
ら
の
権
利
者
に
も
対
抗
で
き
る
と
解
さ
れ
た
。
こ
の
ト
ラ
ス

ト
に
お
け
る
受
益
者
の
権
利
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力
が
法
理
論
上
も
、
ま
た
実
務
的
に
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
に
お
け
る
最
大

の
争
点
と
な
っ
た
（
48
）

。
即
ち
、
理
論
的
に
は
「
対
人
的
」
に
働
く
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す

る
か
で
あ
り
、
実
務
的
に
は
不
動
産
譲
渡
に
お
け
る
譲
受
人
へ
の
対
抗
力
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
認
識

）
一
九
（



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

一
九

い
る
（
43
）

。
そ
し
て
こ
の
形
式
は
、「
不
動
産
権
と
ユ
ー
ス
が
一
体
と
な
っ
て
移
転
す
る
」
と
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
裁
判
所
は
、
こ
れ
は
二
重
ユ
ー
ス
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
Ｂ
の
ト
ラ
ス
ト
は
大
法
官
府
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
解
釈
し
た
。

エ
ク
イ
テ
ィ
側
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、“to�trustees�unto�and�to�the�use�of�trustees,�in�trust�for�C

”

の
形
式
で
対
抗
し
た
。

一
九
世
紀
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
も
こ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
（
44
）

。

⑤
　
ユ
ー
ス
と
ト
ラ
ス
ト
の
差
異

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ユ
ー
ス
か
ら
ト
ラ
ス
ト
へ
の
発
展
過
程
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。「
新
し
い
ト
ラ
ス
ト
は
ユ
ー
ス

の
偽
装
で
あ
る
」
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
シ
ン
プ
ソ
ン
教
授
は
以
下
の
通
り
説
明
し
て
い
る
（
45
）

。「
ト
ラ
ス
ト
は
そ
の

有
効
性
に
つ
い
て
の
制
約
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
ト
ラ
ス
ト
は
、
財
産
に
対
し
て
ユ
ー
ス
受
託
者
が
本
来
的
に
（in�the�per （46
）

）
対
抗

で
き
る
者
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
背
後
に
い
る
（in�the�post

）
者
に
も
対
抗
で
き
る
。
ト
ラ
ス
ト
は
、『
認
識
（notice

）
の
な
い
有
償
の

購
入
者
』
以
外
の
い
か
な
る
者
に
対
し
て
も
、
た
と
え
そ
れ
が
不
法
占
拠
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
土
地
を
拘
束
す
る
。
ト
ラ
ス
ト
は
、
あ

る
者
が
他
の
者
に
個
人
的
信
頼
を
置
く
場
合
以
外
に
も
発
生
す
る
が
、
こ
れ
は
ユ
ー
ス
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
（
47
）

。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
「
背
後
に
い
る
者
」
の
例
は
、
鰥
夫
産
権
利
者
、
寡
婦
産
権
利
者
、
お
よ
び
不
動
産
没
収
（escheat

）
に
よ
り
取
得
し
た
領
主
で
あ
り
、

彼
ら
は
す
べ
て
ユ
ー
ス
に
対
す
る
第
三
者
（stranger

）
で
あ
る
が
、
エ
ク
イ
テ
ィ
権
益
よ
り
上
位
の
権
利
を
保
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
ト
ラ
ス
ト
に
お
い
て
は
ユ
ー
ス
の
場
合
と
異
な
り
、
こ
れ
ら
の
権
利
者
に
も
対
抗
で
き
る
と
解
さ
れ
た
。
こ
の
ト
ラ
ス

ト
に
お
け
る
受
益
者
の
権
利
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力
が
法
理
論
上
も
、
ま
た
実
務
的
に
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
に
お
け
る
最
大

の
争
点
と
な
っ
た
（
48
）

。
即
ち
、
理
論
的
に
は
「
対
人
的
」
に
働
く
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す

る
か
で
あ
り
、
実
務
的
に
は
不
動
産
譲
渡
に
お
け
る
譲
受
人
へ
の
対
抗
力
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
認
識

）
一
九
（
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二
〇

の
な
い
有
償
の
購
入
者
を
保
護
す
る
た
め
の
「
認
識
の
原
則
（doctrine�of�notice （49
）

）」
の
発
展
が
必
要
と
な
っ
た
。

⑥
　
ト
ラ
ス
ト
の
利
点

封
建
制
の
崩
壊
と
共
に
、「
封
建
的
負
担
の
回
避
」
と
い
う
ユ
ー
ス
の
目
的
は
消
滅
し
た
。
こ
れ
に
代
わ
っ
て
重
要
と
な
っ
た
の
は

「
ト
ラ
ス
ト
の
独
立
性
」
で
あ
る
。
特
に
一
七
世
紀
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
「
内
乱
の
時
代
」、「
革
命
の
時
代
」
で
あ
り
、
財

産
を
没
収
か
ら
守
る
た
め
の
器
と
し
て
、「
ト
ラ
ス
ト
の
独
立
性
」
が
意
義
を
有
し
た
。
婚
姻
し
た
娘
に
贈
与
さ
れ
た
財
産
を
（
夫
か
ら
）

守
る
た
め
、
あ
る
い
は
相
続
人
で
あ
る
息
子
の
浪
費
か
ら
財
産
を
守
る
た
め
に
も
ト
ラ
ス
ト
は
利
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
六
世
紀
末
の

シ
ェ
リ
ー
ズ
・
ケ
ー
ス
に
お
い
て
残
余
権
を
制
限
す
る
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
、
代
わ
り
に
ト
ラ
ス
ト
の
有
用
性
が
増
し
、
セ
ト
ル
メ
ン

ト
に
お
い
て
は
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
た
（
50
）

。

⑦
　
エ
ク
イ
テ
ィ
の
変
化

エ
ク
イ
テ
ィ
の
性
格
の
こ
の
変
化
は
部
分
的
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
関
係
の
変
化
の
原
因
で
あ
り
、
結
果
で
も
あ
る
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
は
、
ラ
イ
バ
ル
で
は
な
く
、
補
完
的
な
制
度
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
と
エ
ク
イ

テ
ィ
・
ロ
ー
ヤ
ー
は
、
ク
ッ
ク
と
エ
ル
ズ
ミ
ア
（E

llesm
ere

）
の
時
代
の
よ
う
な
対
立
関
係
（
51
）

で
は
な
く
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関
係
に

お
い
て
協
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
発
展
は
、
多
く
の
大

法
官
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
首
席
裁
判
官
の
経
験
者
で
あ
る
こ
と
と
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
弁
護
士
と
エ
ク
イ
テ
ィ
弁
護
士
の
間
に
堅
固

な
分
離
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
な
っ
た
。
か
く
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
ア
イ
デ
ア
と
思
考
様
式
は
、
大
法
官
府
で
も

以
前
に
も
増
し
て
目
立
っ
て
き
た
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
両
方
と
も
が
確
立
し
た
制
度
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

一
七
世
紀
の
終
わ
り
に
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
が
先
例
の
拘
束
力
に
つ
い
て
の
見
解
を
受
け
入
れ
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
ケ
ー
ス
の
レ
ポ
ー
ト
の
数

）
二
一
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

二
一

が
増
加
し
た
時
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
体
系
化
は
、
急
速
に
進
展
し
た
。
エ
ク
イ
テ
ィ
が
今
や
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
じ
方
式
で
発
展
し
つ
つ

あ
っ
た
の
で
、
二
つ
の
制
度
の
あ
い
だ
に
新
た
な
、
そ
し
て
重
要
な
リ
ン
ク
が
追
加
さ
れ
た
。

注
目
さ
れ
る
の
は
譲
渡
抵
当
（m

ortgage

）
の
果
た
し
た
役
割
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
譲
渡
抵
当
に
よ
る
資
金
調
達
が
増
加
し
た
が
、

そ
こ
で
は
設
定
者
に
留
保
さ
れ
る
権
利
の
範
囲
が
争
点
と
な
っ
た
。
設
定
者
は
土
地
を
担
保
の
た
め
に
譲
渡
す
る
が
、
債
務
が
完
済
さ
れ

た
と
き
に
は
受
戻
を
要
求
で
き
る
。
こ
の
権
利
は
、
元
は
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
と
さ
れ
受
戻
権
（equity�of�redem

ption

）
と
称
さ
れ
た

が
、
こ
の
権
利
が
拡
大
し
、
不
動
産
権
に
近
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
不
動
産
権
（equitable�estate

）
に
繋
が
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
ボ
ー
ド
ウ
ェ
ル
教
授
は
、「
ト
ラ
ス
ト
と
受
戻
権
は
互
い
に
作
用
し
、
そ
れ
ま
で
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
エ
ク
イ
テ
ィ
、

エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
益
、
エ
ク
イ
テ
ィ
不
動
産
権
（equity,�equitable�interest,�equitable�estate

）
に
繋
が
っ
た
。
土
地
に
由
来
す
る
移

転
可
能
な
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
か
ら
エ
ク
イ
テ
ィ
不
動
産
権
へ
の
ス
テ
ッ
プ
は
容
易
で
あ
っ
た
。」
と
指
摘
し
て
い
る
（
52
）

。

５
．
そ
の
後
の
発
展

①
　
土
地
の
自
由
譲
渡
と
永
久
拘
束

一
七
世
紀
後
半
に
入
る
と
政
治
・
経
済
環
境
の
変
化
は
一
層
進
展
し
、
大
土
地
保
有
貴
族
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
力
が
強
ま
る
と
と
も
に
、

新
た
な
ト
ラ
ス
ト
の
利
用
目
的
は
、
封
建
的
負
担
回
避
か
ら
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
有
効
性
確
保
に
移
っ
た
。
不
動
産
譲
渡
の
増
加
は
、

「
永
久
拘
束
」
の
解
除
を
志
向
す
る
一
方
、
大
土
地
保
有
者
側
は
、
将
来
権
ユ
ー
ス
の
利
用
に
よ
る
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
精
緻
化
で
対
抗
し
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
関
係
が
再
び
問
題
と
な
っ
た
。
力
関
係
と
し
て
は
、
大
法
官
府
の
影
響
力
が
増
大
し
、「
チ
ャ
ド

）
二
一
（
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追
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さ
れ
る
の
は
譲
渡
抵
当
（m

ortgage

）
の
果
た
し
た
役
割
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
譲
渡
抵
当
に
よ
る
資
金
調
達
が
増
加
し
た
が
、

そ
こ
で
は
設
定
者
に
留
保
さ
れ
る
権
利
の
範
囲
が
争
点
と
な
っ
た
。
設
定
者
は
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れ
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は
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は
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．
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①
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入
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ェ
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加
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化
で
対
抗
し
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・
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と
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の
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係
が
再
び
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関
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は
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チ
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ド
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　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

二
二

レ
ー
・
ケ
ー
ス
は
徐
々
に
集
約
さ
れ
（w

hittle�dow
n

）、
大
法
官
府
に
よ
っ
て
の
み
執
行
可
能
な
未
確
定
将
来
ユ
ー
ス
の
創
設
が
可
能
と

な
っ
た
」
と
評
さ
れ
た
（
53
）

。

他
方
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
側
は
、
未
確
定
残
余
権
の
ル
ー
ル
の
適
用
に
よ
り
、
こ
の
将
来
権
ユ
ー
ス
を
規
制
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
対
立

は
、「
土
地
の
自
由
譲
渡
」
と
「
永
久
拘
束
」
の
原
則
の
対
立
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
中
間
の
生
涯
権
者
、

限
嗣
不
動
産
権
者
が
、
譲
渡
、
和
解
譲
渡
（fine�&

�recovery

）
に
よ
り
、
彼
の
権
利
の
後
ろ
に
設
定
さ
れ
た
残
余
権
を
破
棄
（destroy

）

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
形
で
現
れ
た
。

②
　
ピ
ュ
ア
フ
ォ
イ
・
ル
ー
ル

こ
の
問
題
は
、
一
六
七
一
年
、
ピ
ュ
ア
フ
ォ
イ
対
ロ
ジ
ャ
ー
ス
（P

urefoy�v.�R
ogers

）
ケ
ー
ス
（
54
）

で
一
応
の
決
着
点
に
達
し
た
と
さ
れ
る
。

同
ケ
ー
ス
は
、
ユ
ー
ス
で
は
な
く
、
遺
贈
に
関
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
ヘ
イ
ル
（H

ale

）
裁
判
官
の
判
決
に
あ
る
よ
う
に
「
将
来
権
」

に
関
わ
る
設
定
で
あ
る
と
い
う
点
で
近
接
性
を
有
す
る
。
問
題
と
な
っ
た
遺
言
設
定
は
、「
設
定
者
（
亡
夫
）
→
妻
に
生
涯
権
→
妻
が
再

婚
し
て
子
が
で
き
た
ら
そ
の
子
→
そ
の
子
が
二
一
歳
前
に
死
亡
し
た
ら
他
の
相
続
人
（heirs

）
へ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、

遺
言
に
基
づ
き
未
確
定
残
余
権
を
取
得
し
た
息
子
か
ら
の
賃
借
権
者
で
あ
る
が
、
先
行
不
動
産
権
を
持
つ
母
親
が
息
子
の
誕
生
前
に
遺
言

設
定
者
（
亡
夫
）
の
「
嗣
子
（heir

）」
で
あ
る
弟
か
ら
、
彼
の
復
帰
権
（reversion

）
を
買
い
上
げ
て
い
た
。
そ
し
て
、
再
婚
後
の
息
子
の

誕
生
後
、
土
地
を
第
三
者
に
売
却
し
た
。
こ
の
場
合
、
息
子
の
権
利
（
お
よ
び
彼
か
ら
リ
ー
ス
し
た
原
告
、
ピ
ュ
ア
フ
ォ
イ
）
は
、
第
三
取
得

者
に
対
抗
で
き
る
か
、
と
い
う
の
が
概
要
で
あ
る
。
法
的
に
は
、
母
親
の
生
涯
権
は
復
帰
権
に
併
合
さ
れ
、
そ
の
時
点
で
未
確
定
残
余
権

は
破
棄
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
原
告
の
権
利
は
、「
未
確
定
贈
与
（executory�devise

）」
と
し
て
破
棄
不
可
能
な
の
か
が
争
点
と
な
っ

た
。

）
二
二
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

二
三

ヘ
イ
ル
裁
判
官
に
よ
る
判
決
は
、「
ユ
ー
ス
、
遺
贈
に
よ
る
将
来
権
の
設
定
は
、
先
行
す
る
自
由
保
有
不
動
産
権
に
依
拠
、
連
続
す
る

可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
未
確
定
残
余
権
と
み
な
す
。
本
件
は
未
確
定
残
余
権
で
あ
る
の
で
破
棄
可
能
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
（
55
）

、
未
確
定

残
余
権
の
解
釈
拡
大
の
余
地
を
認
定
し
た
。
こ
の
結
果
、「
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
で
あ
っ
て
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
残
余
権
の
ル
ー
ル
に

抵
触
す
る
と
き
は
、
残
余
権
と
見
な
す
。
た
だ
し
、
未
確
定
残
余
権
は
、
発
生
時
（ab�initio

）
か
ら
無
効
な
の
で
は
な
く
、
確
定
の
可

能
性
が
消
滅
す
る
ま
で
は
存
続
す
る
（w

ait�and�see

）」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ピ
ュ
ア
フ
ォ
イ
・
ル
ー
ル
が
確
立
し
た
と
さ
れ
る
。
よ
っ

て
、
ピ
ュ
ア
フ
ォ
イ
・
ル
ー
ル
を
回
避
す
る
に
は
、
最
初
か
ら
、
先
行
す
る
権
利
を
期
間
権
と
す
る
と
か
、”to�A

�to�the�use�of�C
�in�

tail�one�year�after�the�death�of�B
”

の
よ
う
に
先
行
自
由
保
有
権
と
連
続
す
る
可
能
性
の
な
い
設
定
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
ピ
ュ
ア
フ
ォ
イ
・
ル
ー
ル
は
、
そ
の
後
も
長
く
英
米
不
動
産
法
に
お
け
る
「
将
来
権
」
に
関
す
る
基
本
ル
ー
ル
と
し
て
長
く
存
続
し

た
。③

　
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
爵
ケ
ー
ス
と
永
久
拘
束
ル
ー
ル

一
七
世
紀
前
半
か
ら
の
不
動
産
法
に
お
け
る
最
大
の
関
心
は
、
永
久
拘
束
を
行
う
手
段
と
し
て
の
「
期
間
権
の
将
来
的
遺
贈
」
で
あ
り
、

判
断
が
混
乱
し
た
の
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
揺
れ
動
く
状
況
を
解
決
す
べ
く
登
場
し
た
の
が
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
に
よ
る
、
有
名

な
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
爵
ケ
ー
ス
（D

uke�of�N
orfolk ’s�C

ase

）（
一
六
八
一
年
（
56
）

）
で
あ
っ
た
。
同
事
件
の
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
六
四
七
年
に
、
ア
ル
ン
デ
ル
（A

rundel

）
伯
爵
は
、
所
領
の
一
部
で
あ
る
グ
レ
イ
ス
ト
ッ
ク
（G

reystock

）
男
爵
領
に
関
し
て
、

「
自
分
へ
の
生
涯
の
ユ
ー
ス
を
付
し
て
四
人
の
ト
ラ
ス
テ
ィ
に
、（
中
略
）
残
余
権
を
別
途
信
託
証
書
に
基
づ
い
て
二
〇
〇
年
の
期
間
権
の

形
で
ト
ラ
ス
テ
ィ
に
、
続
く
残
余
権
を
次
男
ヘ
ン
リ
ー
（H

enry

）
に
限
嗣
ユ
ー
ス
、
残
余
権
を
順
に
他
の
息
子
た
ち
に
限
嗣
ユ
ー
ス
」

と
し
て
譲
渡
す
る
」、
と
い
う
内
容
の
遺
贈
を
設
定
し
た
。
信
託
証
書
の
内
容
は
、「
二
〇
〇
年
の
期
間
権
は
伯
爵
の
長
男
ト
ー
マ
ス

）
二
三
（
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テ
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の
で
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に
先
行
自
由
保
有
権
と
連
続
す
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の
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を
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と
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と
な
る
。
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の
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通
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。
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。
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ン
デ
ル
（A

rundel

）
伯
爵
は
、
所
領
の
一
部
で
あ
る
グ
レ
イ
ス
ト
ッ
ク
（G

reystock

）
男
爵
領
に
関
し
て
、

「
自
分
へ
の
生
涯
の
ユ
ー
ス
を
付
し
て
四
人
の
ト
ラ
ス
テ
ィ
に
、（
中
略
）
残
余
権
を
別
途
信
託
証
書
に
基
づ
い
て
二
〇
〇
年
の
期
間
権
の

形
で
ト
ラ
ス
テ
ィ
に
、
続
く
残
余
権
を
次
男
ヘ
ン
リ
ー
（H

enry

）
に
限
嗣
ユ
ー
ス
、
残
余
権
を
順
に
他
の
息
子
た
ち
に
限
嗣
ユ
ー
ス
」

と
し
て
譲
渡
す
る
」、
と
い
う
内
容
の
遺
贈
を
設
定
し
た
。
信
託
証
書
の
内
容
は
、「
二
〇
〇
年
の
期
間
権
は
伯
爵
の
長
男
ト
ー
マ
ス

）
二
三
（
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　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

二
四

（T
hom
as

）（
精
神
障
害
が
あ
り
未
婚
）
お
よ
び
そ
の
後
継
が
生
存
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
相
続
財
産
を
管
理
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
ト
ー

マ
ス
が
男
子
相
続
人
な
く
死
亡
し
、
そ
の
結
果
ア
ル
ン
デ
ル
伯
爵
領
が
次
男
ヘ
ン
リ
ー
に
移
転
す
る
な
ら
、
ヘ
ン
リ
ー
は
爾
後
（
グ
レ
イ

ス
ト
ッ
ク
の
）
期
間
権
の
権
利
を
享
受
で
き
ず
、
三
男
の
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
（C
harles

）
と
他
の
男
子
相
続
人
た
ち
に
順
番
に
返
戻
さ
れ
る
」、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

一
六
五
二
年
、
ア
ル
ン
デ
ル
伯
爵
の
死
亡
に
よ
り
伯
爵
領
は
、
ト
ー
マ
ス
に
移
っ
た
が
、
一
六
七
七
年
に
ト
ー
マ
ス
は
後
継
を
残
さ
ず

死
亡
し
た
の
で
、
ヘ
ン
リ
ー
は
、
自
分
に
そ
の
権
利
を
移
転
さ
せ
た
（
57
）

。
チ
ャ
ー
ル
ズ
は
、
一
六
四
七
年
の
セ
ト
ル
メ
ン
ト
に
基
づ
き
、
期

間
権
ト
ラ
ス
ト
の
執
行
を
求
め
て
大
法
官
府
に
ヘ
ン
リ
ー
を
提
訴
し
た
。

本
件
の
主
た
る
争
点
は
、
一
六
四
七
年
に
設
定
さ
れ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
へ
の
期
間
権
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
遺
贈
の
設
定
が
「
永
久
拘
束
」
に

繋
が
る
か
、
具
体
的
に
は
、
⑴
　
期
間
権
を
ト
ラ
ス
ト
に
入
れ
て
贈
与
で
き
る
か
、
⑵
　
先
行
リ
ー
ス
権
が
生
涯
権
の
範
囲
内
に
限
ら
れ

る
か
、
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
先
例
の
チ
ャ
イ
ル
ド
対
ベ
イ
リ
ー
（C

hilde�v.�B
ailie

）
ケ
ー
ス
（
一
六
一
八
─
一
六
二
三
年
）
は
、

「
生
涯
権
の
後
の
遺
贈
は
有
効
だ
が
、
生
涯
権
よ
り
大
き
い
権
利
の
後
の
贈
与
は
永
久
拘
束
に
つ
な
が
る
の
で
無
効
」
と
定
め
て
い
た
（
58
）

。

本
件
で
言
う
と
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
へ
の
遺
贈
は
次
男
ヘ
ン
リ
ー
へ
の
限
嗣
リ
ー
ス
の
後
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
限
嗣
リ
ー
ス
は
生

涯
権
よ
り
大
き
い
の
で
、
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
六
八
一
年
の
大
法
官
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
決
定
は
、「
自
由
保
有
権
、
リ
ー
ス
権
を
問
わ
ず
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
発
効
時
点
で
現
存

す
る
者
に
確
定
さ
れ
る
権
利
の
設
定
は
有
効
で
あ
り
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
へ
の
期
間
権
ト
ラ
ス
ト
は
有
効
」
と
決
定
し
た
。
即
ち
、「
永
久
拘

束
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
確
定
時
期
（vesting

）
の
遠
隔
性
（rem

oteness
）
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
決
す
れ
ば
よ
い
」
と
い

う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
は
、
彼
の
レ
ポ
ー
ト
の
中
で
、「
も
し
未
確
定
性
が
は
る
か
遠
い
時
点
（rem

ote

）、
も
し
く
は

）
二
四
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

二
五

遠
隔
の
期
待
を
抱
か
せ
る
も
の
で
な
く
、
短
期
に
消
滅
す
る
（w

ear�out

）
も
の
な
ら
、
将
来
の
権
益
も
し
く
は
発
生
ユ
ー
ス
、
ト
ラ
ス

ト
、
も
し
く
は
将
来
的
残
余
権
は
、
そ
れ
ら
が
馴
合
不
動
産
回
復
訴
訟
に
よ
っ
て
廃
除
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
永
久
拘
束
禁
止
ル
ー
ル
お

よ
び
理
由
の
埒
外
に
あ
り
、
そ
の
危
険
性
の
外
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
は
、
一
六
八
二
年
一
二
月
に
死
去
し
た
。
彼
の
決
定
は
後
任
の
大
法
官
で
あ
る
ノ
ー
ス
（N

orth

）
に
一
時
否
認

さ
れ
た
が
、
一
六
八
五
年
に
上
院
判
決
で
復
活
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
裁
判
所
は
、
限
嗣
不
動
産
権
の
廃
除
の
ケ
ー
ス
に
平
仄
を
合
わ

せ
、「
セ
ト
ル
メ
ン
ト
設
定
時
に
現
存
す
る
者
の
生
存
期
間
プ
ラ
ス
二
一
年
以
内
に
確
定
し
な
い
設
定
は
無
効
」
と
判
示
し
た
。
こ
れ
が
、

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
永
久
拘
束
ル
ー
ル
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
懸
念
は
、「
期
間
権
の
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
設

定
を
認
め
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
永
久
拘
束
が
可
能
に
な
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
は
エ
ク
イ
テ
ィ
の
見
地
か

ら
「
長
期
の
拘
束
を
認
め
な
け
れ
ば
よ
い
」
と
判
断
し
、
期
間
権
の
ト
ラ
ス
ト
を
認
め
る
と
共
に
、
そ
の
基
準
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
ル
ー
ル
は
革
新
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
ケ
ー
ス
と
の
連
続
性
は
少
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ

ム
・
ル
ー
ル
は
、
実
質
的
に
永
久
拘
束
を
制
限
す
る
上
で
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
、
以
後
の
不
動
産
法
の
基
本
ル
ー
ル
と
し
て
生
き
続
け

る
こ
と
と
な
っ
た
。

④
　
ス
ト
リ
ク
ト
・
セ
ト
ル
メ
ン
ト
と
ト
ラ
ス
テ
ィ

ス
ト
リ
ク
ト
・
セ
ト
ル
メ
ン
ト
と
は
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
内
で
生
涯
権
者
が
セ
ト
ル
メ
ン
ト
内
の
後
続
す
る
権
利
を
破
棄
で
き
な
い
よ
う

に
、
中
間
に
ト
ラ
ス
テ
ィ
を
挿
入
し
て
他
の
権
利
者
の
利
益
を
強
固
に
（strict

）
す
る
セ
ト
ル
メ
ン
ト
で
あ
る
（
59
）

。
中
間
に
ト
ラ
ス
テ
ィ
を

挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
破
棄
の
試
み
が
あ
る
場
合
に
先
行
不
動
産
権
は
一
時
、
ト
ラ
ス
テ
ィ
に
移
り
、
次
の
残
余
権
者
に
引
き
継
が
れ

る
と
い
う
形
式
が
用
い
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、“to�trustees�to�preserve�contingent�rem

ainders ”

の
条
項
を
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の

）
二
五
（



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

二
五

遠
隔
の
期
待
を
抱
か
せ
る
も
の
で
な
く
、
短
期
に
消
滅
す
る
（w

ear�out

）
も
の
な
ら
、
将
来
の
権
益
も
し
く
は
発
生
ユ
ー
ス
、
ト
ラ
ス

ト
、
も
し
く
は
将
来
的
残
余
権
は
、
そ
れ
ら
が
馴
合
不
動
産
回
復
訴
訟
に
よ
っ
て
廃
除
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
永
久
拘
束
禁
止
ル
ー
ル
お

よ
び
理
由
の
埒
外
に
あ
り
、
そ
の
危
険
性
の
外
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
は
、
一
六
八
二
年
一
二
月
に
死
去
し
た
。
彼
の
決
定
は
後
任
の
大
法
官
で
あ
る
ノ
ー
ス
（N

orth

）
に
一
時
否
認

さ
れ
た
が
、
一
六
八
五
年
に
上
院
判
決
で
復
活
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
裁
判
所
は
、
限
嗣
不
動
産
権
の
廃
除
の
ケ
ー
ス
に
平
仄
を
合
わ

せ
、「
セ
ト
ル
メ
ン
ト
設
定
時
に
現
存
す
る
者
の
生
存
期
間
プ
ラ
ス
二
一
年
以
内
に
確
定
し
な
い
設
定
は
無
効
」
と
判
示
し
た
。
こ
れ
が
、

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
永
久
拘
束
ル
ー
ル
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
ヤ
ー
の
懸
念
は
、「
期
間
権
の
ト
ラ
ス
ト
に
よ
る
設

定
を
認
め
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
永
久
拘
束
が
可
能
に
な
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
は
エ
ク
イ
テ
ィ
の
見
地
か

ら
「
長
期
の
拘
束
を
認
め
な
け
れ
ば
よ
い
」
と
判
断
し
、
期
間
権
の
ト
ラ
ス
ト
を
認
め
る
と
共
に
、
そ
の
基
準
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
ル
ー
ル
は
革
新
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
ケ
ー
ス
と
の
連
続
性
は
少
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ

ム
・
ル
ー
ル
は
、
実
質
的
に
永
久
拘
束
を
制
限
す
る
上
で
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
、
以
後
の
不
動
産
法
の
基
本
ル
ー
ル
と
し
て
生
き
続
け

る
こ
と
と
な
っ
た
。

④
　
ス
ト
リ
ク
ト
・
セ
ト
ル
メ
ン
ト
と
ト
ラ
ス
テ
ィ

ス
ト
リ
ク
ト
・
セ
ト
ル
メ
ン
ト
と
は
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
内
で
生
涯
権
者
が
セ
ト
ル
メ
ン
ト
内
の
後
続
す
る
権
利
を
破
棄
で
き
な
い
よ
う

に
、
中
間
に
ト
ラ
ス
テ
ィ
を
挿
入
し
て
他
の
権
利
者
の
利
益
を
強
固
に
（strict

）
す
る
セ
ト
ル
メ
ン
ト
で
あ
る
（
59
）

。
中
間
に
ト
ラ
ス
テ
ィ
を

挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
破
棄
の
試
み
が
あ
る
場
合
に
先
行
不
動
産
権
は
一
時
、
ト
ラ
ス
テ
ィ
に
移
り
、
次
の
残
余
権
者
に
引
き
継
が
れ

る
と
い
う
形
式
が
用
い
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、“to�trustees�to�preserve�contingent�rem

ainders ”

の
条
項
を
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の

）
二
五
（
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二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

二
六

途
中
に
挿
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
式
は
、
国
璽
尚
書
も
務
め
た
高
名
な
法
律
家
、
オ
ー
ラ
ン
ド
・
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
（O

rlando�

B
ridgm

an （60
）

）
が
発
明
し
た
と
言
わ
れ
る
も
の
で
一
七
世
紀
半
ば
に
は
広
く
行
き
渡
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

こ
の
起
源
は
、
婚
姻
に
関
す
る
花
嫁
の
財
産
を
守
る
た
め
の
設
定
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
主
目
的
は
、

本
稿
３
─
⑥
で
既
述
の
通
り
、
土
地
が
家
系
の
外
に
出
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
動
乱
の
一
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
政
権

の
変
動
に
よ
る
土
地
の
没
収
（forfeiture

）
か
ら
家
族
の
権
利
を
守
る
目
的
も
あ
っ
た
。

未
確
定
残
余
権
を
保
護
す
る
た
め
に
ト
ラ
ス
テ
ィ
を
挿
入
す
る
場
合
の
法
律
上
の
主
た
る
争
点
は
、
ト
ラ
ス
テ
ィ
へ
の
移
転
が
、「
確

定
済
（vested

）」
か
「
未
確
定
（contingent

）
か
」
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。「
未
確
定
」
で
あ
れ
ば
、
先
行
す
る
生
涯
権
者
に
よ
る
破
棄

の
対
象
と
な
り
、
こ
れ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
。
他
方
、「
確
定
済
」
と
考
え
れ
ば
先
行
権
者
に
よ
る
破
棄

は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
一
七
世
紀
後
半
か
ら
長
く
論
争
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
一
七
四
〇
年
の
ド
ー
マ
ー
対
パ
ー
カ
ー
ス
ト
（D

om
er�v.�

P
arkhurst

）
ケ
ー
ス
（
61
）

で
「
確
定
済
」
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。

同
事
件
の
概
要
は
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ー
マ
ー
（John�D

om
er

）
が
一
六
六
二
年
に
設
定
し
た
、「
ド
ー
マ
ー
→
長
男
A1
（
限
嗣
不
動
産
権
）

→
次
男
A2
（
九
九
年
間
の
期
間
権
ユ
ー
ス
）
→
（
A2
の
死
亡
も
し
く
は
先
行
す
る
期
間
権
の
早
期
終
了
の
場
合
未
確
定
ユ
ー
ス
を
破
棄
か
ら
守
る
た

め
）
ト
ラ
ス
テ
ィ
→
（
先
行
権
の
終
了
後
）
次
男
の
息
子
→
三
男
→
四
男
→
五
男
」
と
い
う
セ
ト
ル
メ
ン
ト
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
七
二
六
年
、
長
男
A1
の
息
子
か
ら
不
動
産
権
を
移
転
さ
れ
た
次
男
A2
は
、
残
余
権
を
破
棄
す
る
た
め
和
解
譲
渡
（fine�and�recovery

）

で
自
分
の
息
子
の
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
（F

leetw
ood

）
に
限
嗣
不
動
産
権
を
移
転
し
残
余
権
の
破
棄
を
図
っ
た
。
A2
、
フ
リ
ー
ト
ウ
ッ
ド
の

死
後
、
男
子
相
続
人
は
な
か
っ
た
の
で
A2
の
娘
た
ち
が
一
般
相
続
人
と
し
て
占
有
し
た
が
、
五
男
A5
の
息
子
で
あ
る
原
告
が
次
男
A2
の
娘

）
二
六
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

二
七

の
夫
、
パ
ー
カ
ー
ス
ト
ら
を
不
動
産
占
有
排
除
訴
訟
（ejectm

ent

）
で
訴
え
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

本
件
は
論
議
を
呼
ん
だ
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
最
高
裁
判
所
で
あ
る
上
院
は
、
ト
ラ
ス
テ
ィ
へ
の
設
定
は
「
確
定
済
」
で
あ
り
、
A2
の

和
解
譲
渡
に
よ
る
残
余
権
の
破
棄
を
認
め
な
か
っ
た
。
ワ
イ
ル
ズ
（W

iles

）
首
席
判
事
は
、「
ト
ラ
ス
テ
ィ
へ
の
設
定
は
、
生
存
す
る
者

へ
の
移
転
で
あ
り
、
移
転
の
条
件
も
不
動
産
権
の
継
続
に
副
次
的
（collateral

）
な
も
の
で
は
な
い
の
で
確
定
済
と
判
断
さ
れ
る
」
と
述

べ
た
（
原
告
勝
訴
）。
同
判
決
に
よ
り
ト
ラ
ス
テ
ィ
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
る
残
余
権
の
保
護
が
認
知
さ
れ
、
ス
ト
リ
ク
ト
・
セ
ト
ル
メ
ン

ト
の
形
式
が
確
定
し
た
。
結
果
と
し
て
同
判
決
は
、「
永
久
拘
束
」
を
制
限
し
譲
渡
の
自
由
を
認
め
る
流
れ
の
中
で
、
永
久
拘
束
を
認
め

る
方
法
を
支
持
す
る
判
決
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。

一
五
世
紀
以
降
の
不
動
産
法
の
目
標
は
、
土
地
の
自
由
譲
渡
（free�alienability

）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
永
久
拘
束
禁
止
ル
ー
ル
、

ピ
ュ
ア
フ
ォ
イ
・
ル
ー
ル
に
よ
り
か
な
り
の
程
度
達
成
で
き
た
が
、
家
族
構
成
員
の
権
利
保
護
の
た
め
の
ス
ト
リ
ク
ト
・
セ
ト
ル
メ
ン
ト

は
、
世
代
ご
と
に
セ
ト
ル
メ
ン
ト
を
更
新
す
る
こ
と
に
よ
り
永
久
拘
束
禁
止
に
抵
触
す
る
こ
と
な
く
存
続
し
、
シ
ン
プ
ソ
ン
は
こ
の
結
果
、

「
む
し
ろ
、
ス
ト
リ
ク
ト
・
セ
ト
ル
メ
ン
ト
が
土
地
か
ら
譲
渡
自
由
の
力
を
奪
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
62
）

。

６
．
一
九
世
紀
以
降
の
立
法

①
　
一
九
世
紀
後
半
の
状
況

一
九
世
紀
後
半
に
入
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
が
海
外
へ
の
進
出
、
産
業
革
命
を
経
て
大
き
く
発
展
、
変
容
す
る
に
つ
れ
土
地
制
度
の
問

題
点
が
顕
在
化
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
要
約
す
れ
ば
、
土
地
の
所
有
、
譲
渡
に
関
す
る
権
利
関
係
・
法
制
度
が
複
雑
で
経
済
発
展

）
二
七
（
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西
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す
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八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

二
八

が
必
要
と
す
る
土
地
の
有
効
利
用
が
図
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
長
子
相
続
制
や
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
制
約
を
受
け
た
土
地
は
容
易
に
処
分

で
き
ず
、
土
地
の
効
率
的
な
利
用
は
図
れ
な
か
っ
た
。
一
八
七
〇
年
代
の
農
業
不
況
の
際
も
セ
ト
ル
メ
ン
ト
に
縛
ら
れ
た
占
有
者
（
生
涯

権
者
）
は
、
自
由
に
土
地
を
処
分
し
て
土
地
改
良
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
土
地
に
後
順
位
抵
当
権
を
設
定
し

て
資
金
調
達
を
す
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
。
ダ
イ
シ
ー
は
、
一
九
〇
五
年
の
論
文
に
お
い
て
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
制
度
は
、
君
主

制
の
色
彩
を
残
し
た
ま
ま
で
民
主
制
を
達
成
し
て
い
る
が
、
か
た
や
土
地
法
は
貴
族
的
国
家
に
適
し
た
法
の
ま
ま
で
あ
る
（
63
）

」
と
評
し
た
。

こ
の
た
め
一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、
こ
の
問
題
が
ふ
た
た
び
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
、
一
八
五
七
年
の
王
立
委
員
会
報
告
を
起

点
と
し
、
活
発
な
議
論
が
始
ま
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
登
記
上
の
問
題
と
並
ん
で
実
体
法
上
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
、
高
名
な
不
動
産
法
専

門
家
、
ウ
ォ
ル
ス
テ
ン
ホ
ル
ム
（W

olstenholm
e

）
は
一
八
六
二
年
に
、「
不
動
産
権
の
単
一
化
」
を
主
張
し
た
。
当
該
王
立
委
員
会
の
主

目
的
は
主
に
登
記
制
度
の
改
正
で
あ
っ
た
が
、
実
体
法
の
改
革
も
部
分
的
で
は
あ
る
が
徐
々
に
進
展
し
改
革
諸
法
が
成
立
し
た
。
中
で
も
、

一
八
八
二
年
に
制
定
さ
れ
た
継
承
土
地
法
（S

ettled�L
and�A

ct

）
は
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
ト
ラ
ス
テ
ィ
に
広
範
な
処
分
権
を
与
え
、
か
な

り
の
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
不
動
産
権
の
整
理
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
と
の
調
整
、
登
記
制
度
の
制
定
な
ど
の
抜

本
的
な
改
革
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

②
　
司
法
権
法
（Judicature A

ct

：
一
八
七
三
年
）

こ
の
時
期
、
エ
ク
イ
テ
ィ
不
動
産
権
は
、
最
強
の
大
法
官
と
呼
ば
れ
る
ハ
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ク
（H

ardw
icke （64

）
）
の
下
で
順
調
に
発
展
し
た
。

し
か
し
次
の
、
エ
ル
ド
ン
（E

ldon （65
）

）
の
時
代
に
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
（D

ickens

）
の
有
名
な
小
説
、「
荒
涼
館
（B

leak�H
ouse

）」
で
描
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
訴
訟
遅
延
の
弊
害
が
蔓
延
し
た
。
そ
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
二
重
の
制
度
の
弊
害
が
深
刻
な
問
題
と

な
っ
た
。

）
二
八
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

二
九

ハ
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
、「
二
重
の
裁
判
所
が
一
つ
に
な
れ
ば
問
題
は
解
消
す
る
」
と
予
言
し
た
。
こ
の
二
重
の
制
度
の
解
消
を
図
っ
た

の
が
一
八
七
三
年
の
司
法
権
法
（Judicature�A

ct

）
で
あ
る
。
同
法
で
は
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
は
、
新
設
の
高
等
法
院
の
エ
ク
イ
テ
ィ
部

と
な
り
、
同
じ
裁
判
所
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
部
と
並
立
し
、
相
互
に
法
の
運
用
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
少
数
の
部
分
を
除
い

て
、
統
合
は
手
続
的
な
分
野
に
留
ま
り
、
二
重
制
度
の
根
本
的
な
解
消
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

ホ
ウ
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
こ
の
間
の
状
況
に
つ
き
、「
こ
の
世
紀
に
お
け
る
単
一
化
を
目
指
す
民
事
訴
訟
お
よ
び
訴
答
に
関
す
る
法
の
発
展

と
、
分
離
の
継
続
を
目
指
す
実
体
法
の
ル
ー
ル
に
関
す
る
異
な
る
発
展
を
比
較
す
れ
ば
、
司
法
権
法
に
よ
る
変
革
の
性
格
が
説
明
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
手
続
法
の
分
野
に
お
け
る
変
革
は
広
範
で
あ
っ
た
の
に
比
し
、
実
体
法
の
分
野
に
お
け
る
変
革
は
保
守
的
な
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
（
66
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

③
　
一
九
二
五
年
財
産
権
法
（Law

 of P
roperty A

ct

：
一
九
二
五
年
）

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
二
五
年
に
な
っ
て
漸
く
、「
ユ
ー
ス
法
以
来
の
大
改
革
」
と
評
さ
れ
る
不
動
産
法
の
包
括
的
な
改
革
を
定

め
る
六
本
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
（
67
）

。

一
九
二
五
年
財
産
権
法
（
68
）

で
は
、「
不
動
産
権
の
単
純
化
」
の
目
的
の
下
に
、「
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
不
動
産
権
（equitable�estate

）」
は
廃

止
さ
れ
「
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
益
（equitable�interest

）」
と
し
て
の
み
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
権
利
を
第
三
者
に
主
張
す
る
に
は
、

同
時
に
制
定
さ
れ
た
土
地
負
担
法
（L

and�C
harges�A

ct （69
）

）
に
基
づ
く
登
記
が
必
要
と
な
っ
た
。
ま
た
不
動
産
移
転
時
に
は
、
こ
の
エ
ク

イ
テ
ィ
上
の
権
益
を
「
カ
ー
テ
ン
で
蔽
う
（curtain�schem

e

）」
解
決
策
が
取
ら
れ
た
。
即
ち
。「
売
却
信
託
（trust�for�sale （70
）

）」
の
仕
組

み
を
使
い
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
益
を
一
旦
こ
の
ト
ラ
ス
ト
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
購
入
者
は
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
が
付
着
し
て
い

な
い
土
地
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
者
は
、
ト
ラ
ス
ト
に
入
れ
ら
れ
た
売
却
代
金
に
の
み
請
求
で
き

）
二
九
（
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で
き
る
。
他
方
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
者
は
、
ト
ラ
ス
ト
に
入
れ
ら
れ
た
売
却
代
金
に
の
み
請
求
で
き

）
二
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

三
〇

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
と
権
益
は
整
理
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
不
動
産
法
の
骨
格
の
中
に
依
然
組

み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
現
在
で
も
「
オ
ー
バ
ー
リ
ー
チ
（
71
）

」
の
問
題
と
し
て
「
将
来
権
」
や
「
共
有
」
に
関
し
て
問
題
が
発
生
す
る
こ
と

が
あ
る
。

７
．
む
す
び
に
か
え
て

ユ
ー
ス
法
は
、
ユ
ー
ス
の
根
絶
を
目
的
と
し
た
が
、
根
絶
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
例
外
が
残
さ
れ
た
。
他
方
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利

を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
に
転
換
し
た
た
め
に
、
精
緻
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
体
系
が
崩
れ
、
以
後
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
の
複
線
化
、

複
雑
化
を
招
い
た
。
ユ
ー
ス
が
ト
ラ
ス
ト
に
変
質
し
存
続
し
た
過
程
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
封
建
性
が

徐
々
に
衰
退
し
、
政
治
的
、
経
済
的
環
境
が
変
化
し
た
こ
と
か
ら
、
ユ
ー
ス
法
が
目
的
と
し
た
封
建
的
負
担
の
確
保
の
重
要
性
が
薄
れ
て

き
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
ト
ラ
ス
ト
の
目
的
は
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
有
効
性
確
保
の
た
め
の
一
手
段
へ
と
移
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権

利
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
と
そ
れ
が
重
要
視
す
る
譲
渡
の
自
由
お
よ
び
永
久
拘
束
の
禁
止
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
一
七

─
二
〇
世
紀
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
の
最
大
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
。
一
七
世
紀
後
半
か
ら
は
、
時
代
背
景
の
変
遷
と
と

も
に
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
を
始
め
と
す
る
有
能
な
大
法
官
が
現
れ
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
は
強
ま
り
、「
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
益

（equitable�interest

）」
の
一
部
は
徐
々
に
対
外
的
効
力
の
あ
る
「
エ
ク
イ
テ
ィ
不
動
産
権
（equitable�estate

）」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ

）
三
一
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

三
一

う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
ピ
ュ
ア
フ
ォ
イ
・
ケ
ー
ス
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
爵
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利

と
の
競
合
、
永
久
拘
束
の
限
度
に
つ
い
て
の
一
応
の
基
準
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
以
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
の
主
要
ル
ー
ル
と

な
っ
た
。
た
だ
し
、
不
動
産
法
の
複
線
化
は
完
全
な
解
消
に
至
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
は
、
両
ル
ー
ㇽ
の
範
囲
内

で
一
八
世
紀
以
降
も
存
続
し
、
複
雑
な
不
動
産
法
は
継
続
し
た
。

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
不
動
産
法
の
大
改
革
で
あ
る
一
九
二
五
年
財
産
権
法
は
、
不
動
産
法
の
単
純
化
の
見
地
か
ら
、「
エ
ク
イ

テ
ィ
上
の
権
利
、
権
益
」
を
大
き
く
縮
減
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
と
衝
突
す
る
場
合
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
、
権
益
は
、「
売

却
信
託
」
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
で
の
売
却
代
金
へ
の
権
利
に
転
換
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
登
記
制
度
の
発
展
及
び
セ
ト
ル
メ
ン
ト
廃
止

と
い
う
重
要
な
変
更
（
72
）

が
加
え
ら
れ
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
に
お
い
て
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
益
は
依
然
存
続
し
時
と
し
て
浮
上
す

る
。
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
の
基
本
構
造
、
用
語
は
現
在
の
英
米
不
動
産
法
に
も
い
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
、「
ユ
ー

ス
か
ら
ト
ラ
ス
ト
へ
」
の
発
展
過
程
の
基
本
的
な
把
握
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
を
理
解
す
る
上
で
依
然
重
要
性
を
失
っ
て
い
な
い

と
言
え
よ
う
。

（
1
）�

田
中
英
夫
編
「
英
米
法
辞
典
」
八
八
六
頁
、（
東
大
出
版
会
　
一
九
九
一
）、
参
照

（
2
）�27.�H

en.�8

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources�of�E

nglish�L
egal�H

istory,�2
nd�E
d.,�

以
下“S

ources ”

と
略
、p.132

）.

（
3
）�A

ustin�S
cott�

（1884-1981

）：
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
。
ア
メ
リ
カ
信
託
法
の
権
威
。
大
著“S

cott�on�T
rust ”

全
一
〇
巻
で
知
ら
れ
る
。

）
三
一
（



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

三
一

う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
ピ
ュ
ア
フ
ォ
イ
・
ケ
ー
ス
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
爵
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利

と
の
競
合
、
永
久
拘
束
の
限
度
に
つ
い
て
の
一
応
の
基
準
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
以
後
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
の
主
要
ル
ー
ル
と

な
っ
た
。
た
だ
し
、
不
動
産
法
の
複
線
化
は
完
全
な
解
消
に
至
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
は
、
両
ル
ー
ㇽ
の
範
囲
内

で
一
八
世
紀
以
降
も
存
続
し
、
複
雑
な
不
動
産
法
は
継
続
し
た
。

二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
不
動
産
法
の
大
改
革
で
あ
る
一
九
二
五
年
財
産
権
法
は
、
不
動
産
法
の
単
純
化
の
見
地
か
ら
、「
エ
ク
イ

テ
ィ
上
の
権
利
、
権
益
」
を
大
き
く
縮
減
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
利
と
衝
突
す
る
場
合
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
、
権
益
は
、「
売

却
信
託
」
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
で
の
売
却
代
金
へ
の
権
利
に
転
換
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
登
記
制
度
の
発
展
及
び
セ
ト
ル
メ
ン
ト
廃
止

と
い
う
重
要
な
変
更
（
72
）

が
加
え
ら
れ
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
に
お
い
て
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
益
は
依
然
存
続
し
時
と
し
て
浮
上
す

る
。
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
の
基
本
構
造
、
用
語
は
現
在
の
英
米
不
動
産
法
に
も
い
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
、「
ユ
ー

ス
か
ら
ト
ラ
ス
ト
へ
」
の
発
展
過
程
の
基
本
的
な
把
握
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
を
理
解
す
る
上
で
依
然
重
要
性
を
失
っ
て
い
な
い

と
言
え
よ
う
。

（
1
）�

田
中
英
夫
編
「
英
米
法
辞
典
」
八
八
六
頁
、（
東
大
出
版
会
　
一
九
九
一
）、
参
照

（
2
）�27.�H

en.�8

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources�of�E

nglish�L
egal�H

istory,�2
nd�E
d.,�

以
下“S

ources ”

と
略
、p.132

）.

（
3
）�A

ustin�S
cott�

（1884-1981

）：
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
。
ア
メ
リ
カ
信
託
法
の
権
威
。
大
著“S

cott�on�T
rust ”

全
一
〇
巻
で
知
ら
れ
る
。

）
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

三
二

（
4
）�P

ercy�B
ordw

ell�

（N
.A
.-1970

）：
ア
イ
オ
ワ
大
学
教
授
。
法
制
史
、
不
動
産
法
、
信
託
法
を
始
め
多
岐
に
わ
た
る
分
野
で
業
績
を
残
し
た
。

（
5
）�E

dw
ard�C

oke�

（1552-1634

）：
一
五
七
五
年
に
バ
リ
ス
タ
ー
の
資
格
を
得
た
後
、
一
五
九
四
年
に
司
法
長
官
、
一
六
〇
六
年
に
民
訴
裁
判
所

首
席
裁
判
官
と
な
り
（
～
一
六
一
三
年
）、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を
主
張
、
確
立
し
た
。
当
時
の
大
法
官
、
エ
ル
ズ
ミ
ア
と
の
激
し
い
対
立
は

有
名
。
彼
の
「
判
例
集
（R

eports

）」、「
イ
ギ
リ
ス
法
提
要
（Institutes

）」
は
、
権
威
的
典
籍
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
発
展
に
大
き
く
貢
献

し
た
。

（
6
）�L

ord�N
ottingham

（1621-1682

）：
本
名
は�H

eneage�F
inch

。C
om
m
onw
ealth

の
時
代
か
ら
法
律
家
及
び
雄
弁
家
と
し
て
の
名
声
を
博

し
た
。
一
六
七
〇
年
に
法
務
長
官
と
な
り
、
国
璽
尚
書
を
歴
任
し
た
後
、
一
六
七
五
年
に
大
法
官
と
な
り
、
一
六
八
一
年
に
は
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
伯

爵
（E

arl�of�N
ottingham

）
と
な
っ
た
。
彼
は
、
政
治
的
に
は
王
党
派
で
あ
っ
た
が
、
穏
健
な
王
党
派
で
あ
っ
た
の
で
国
王
と
議
会
の
双
方
か
ら

信
頼
を
得
て
い
た
唯
一
と
も
い
え
る
法
律
家
で
あ
っ
た
。

（
7
）�

シ
ー
ズ
ン
（seisin

）：
封
建
的
占
有
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
に
お
け
る
土
地
保
有
の
基
本
概
念
。
領
主
は
臣
下
に
よ
る
奉
仕
（service

）

の
対
価
と
し
て
土
地
を
譲
与
（grant
）
す
る
。
そ
の
場
合
、
認
め
ら
れ
た
占
有
（be�seised

）
が
シ
ー
ズ
ン
。
生
涯
権
に
は
シ
ー
ズ
ン
は
あ
る
が

期
間
権
に
は
な
い
。

（
8
）�M

ilsom

、H
istorical�F

oundation�of�C
om
m
on�L

aw
,�2
nd.�E
dition,�p.236�

（B
utterw

orths�1981

）．

（
9
）�

結
果
的
に
は
、「
シ
ー
ズ
ン
」
の
移
転
で
は
な
く
、「
ユ
ー
ス
」
に
よ
る
土
地
の
移
転
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

（
10
）�D

yer�155,�in�the�C
ourt�of�W

ards,�

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources�p.141,�O

xford�U
.P
.2010

）

（
11
）�

登
録
法
（S
tatute�of�E

nrolm
ents

）：
一
五
三
六
年
制
定
。
ユ
ー
ス
法
の
結
果
、
Ｂ
＆
Ｓ
に
お
い
て
シ
ー
ズ
ン
が
直
ち
に
買
主
に
移
転
す
る

こ
と
に
な
る
と
、「
シ
ー
ズ
ン
の
公
開
移
転
」
の
原
則
が
崩
れ
、
非
公
開
不
動
産
移
転
が
可
能
と
な
る
の
で
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
捺
印
証
書

（deed

）
の
国
王
裁
判
所
へ
の
登
録
を
必
要
と
し
た
。

（
12
）�Jones,�T

yrel ’s�C
ase�

（1557

）�and�the�U
se�upon�U

se,�14�L
egal�H

istory�N
o.2�p.75,�

（1993

）.

（
13
）�scintilla�juris�

（
権
利
の
細
片
）：“�T

o�A
,�to�the�use�of�B

,�if�A
�returns�from

�R
om
e,�to�the�use�of�C

”�

の
よ
う
な
場
合
、
Ｃ
の
条
件

が
成
就
し
Ｂ
の
権
利
が
消
滅
す
る
と
、
シ
ー
ズ
ン
は
Ｂ
に
移
っ
て
い
る
た
め
Ｃ
の
権
利
を
支
え
る
基
礎
が
無
く
な
る
。
こ
れ
は
「
Ａ
に
シ
ー
ズ
ン
の

）
三
二
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

三
三

細
片
が
残
っ
て
い
る
か
ら
」
と
説
明
さ
れ
た
。

（
14
）�

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
通
常
の
相
続
の
形
式
は
、”to�A

�and�his�heirs ”

で
あ
り
、
こ
の
場
合
、”heirs ”

は
設
定
時
に
未
確
定
で
あ
っ
て
も
よ

い
が
、”heirs ”

に
は
封
建
的
義
務
（
復
帰
権
、
相
続
税
）
が
適
用
さ
れ
る
。
他
方
、”to�A

�for�life,�rem
ainder�to�B

”

の
形
式
に
す
る
と
、
Ｂ
は

こ
の
義
務
を
免
れ
る
が
、
設
定
時
の
生
存
者
に
限
ら
れ
る
。
後
に
は
、”to�A

�for�life,�rem
ainder�to�the�heirs�of�B

”

の
形
式
が
問
題
と
な
っ
た
。

S
im
pson,�A

�H
istory�of�the�L

and�L
aw
,�2
nd.�E
d.�p.95,�

（O
xford�U

.P
.�1986

）.

（
15
）�S

im
pson,�id.�at�198.

（
16
）�D

illon�v.�F
reine�

（1594

）�（C
hudleigh�C

ase

）,�K
B
�27/1308,�m

.65,�1�C
o.�R
ep.�113.�

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources.P

.169

）

（
17
）�C

ourt�of�E
xchequer�C

ham
ber

：
財
務
府
会
議
室
裁
判
所
。
歴
史
上
、
同
名
の
裁
判
所
が
五
つ
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
一
五
八
五
年
に

作
ら
れ
た
王
座
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
誤
審
令
状
に
基
づ
く
誤
審
裁
判
所
。

（
18
）�

前
掲
注（
５
）参
照
。

（
19
）�C

o.L
itt.272b.

（
20
）�F

rancis�B
acon

（1561-1626

）：
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
卒
業
後
バ
リ
ス
タ
ー
と
な
り
、
以
後
ロ
ー
ヤ
ー
の
出
世
階
段
を
上
り
、
国
璽
尚
書
を

経
て
、
一
六
一
八
年
に
ロ
ー
ヤ
ー
最
高
位
の
大
法
官
に
就
任
し
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
に
重
用
さ
れ
て
国
王
に
近
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を

唱
え
る
ク
ッ
ク
と
対
立
し
た
。
一
六
二
一
年
の
失
脚
後
、
哲
学
的
な
思
索
、
著
述
に
専
念
し
た
。

（
21
）�C

oquillette,�F
rancis�B

acon�

（Jurists;�P
rofiles�in�L

egal�T
heory

）�p.134,�

（O
xford�U

.P
.�1992

）,�V
II�F
rancis�B

acon,�R
eading�

on�the�S
tatute�of�U

ses�in�B
acon ’s�W

orks�400-401�

（Jam
es�S
pedding�ed.�1872

）.

（
22
）�4�inst.�86,�H

oldsw
orth,�H

istory�of�E
nglish�L

aw

（
以
下
、H

.E
.L
.

と
略
す
）�V

.�p.307.

（
23
）�P

lucknett,�A
�C
oncise�H

istory�of�the�C
om
m
on�L

aw
,�5
th�ed.�P

.601,�

（B
utterw

orths�1956

）.

（
24
）�C

oquillette,�supra�note�21,�at�52.

（
25
）�M

atthew
�M
anning ’s�C

ase

（1609

）,�8�C
o.�R
ep.�946�at�96�a.

（
26
）�P

ells�&
�B
row
n�

（1620

）,�C
ro.�Jac.590,�

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources.�p.186

）．

）
三
三
（



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

三
三

細
片
が
残
っ
て
い
る
か
ら
」
と
説
明
さ
れ
た
。

（
14
）�

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
通
常
の
相
続
の
形
式
は
、”to�A

�and�his�heirs ”

で
あ
り
、
こ
の
場
合
、”heirs ”

は
設
定
時
に
未
確
定
で
あ
っ
て
も
よ

い
が
、”heirs ”

に
は
封
建
的
義
務
（
復
帰
権
、
相
続
税
）
が
適
用
さ
れ
る
。
他
方
、”to�A

�for�life,�rem
ainder�to�B

”

の
形
式
に
す
る
と
、
Ｂ
は

こ
の
義
務
を
免
れ
る
が
、
設
定
時
の
生
存
者
に
限
ら
れ
る
。
後
に
は
、”to�A
�for�life,�rem

ainder�to�the�heirs�of�B
”

の
形
式
が
問
題
と
な
っ
た
。

S
im
pson,�A

�H
istory�of�the�L

and�L
aw
,�2
nd.�E
d.�p.95,�

（O
xford�U

.P
.�1986

）.

（
15
）�S

im
pson,�id.�at�198.

（
16
）�D

illon�v.�F
reine�

（1594

）�（C
hudleigh�C

ase

）,�K
B
�27/1308,�m

.65,�1�C
o.�R
ep.�113.�

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources.P

.169

）

（
17
）�C

ourt�of�E
xchequer�C

ham
ber

：
財
務
府
会
議
室
裁
判
所
。
歴
史
上
、
同
名
の
裁
判
所
が
五
つ
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
一
五
八
五
年
に

作
ら
れ
た
王
座
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
誤
審
令
状
に
基
づ
く
誤
審
裁
判
所
。

（
18
）�

前
掲
注（
５
）参
照
。

（
19
）�C

o.L
itt.272b.

（
20
）�F

rancis�B
acon

（1561-1626

）：
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
卒
業
後
バ
リ
ス
タ
ー
と
な
り
、
以
後
ロ
ー
ヤ
ー
の
出
世
階
段
を
上
り
、
国
璽
尚
書
を

経
て
、
一
六
一
八
年
に
ロ
ー
ヤ
ー
最
高
位
の
大
法
官
に
就
任
し
た
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
に
重
用
さ
れ
て
国
王
に
近
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
至
上
性
を

唱
え
る
ク
ッ
ク
と
対
立
し
た
。
一
六
二
一
年
の
失
脚
後
、
哲
学
的
な
思
索
、
著
述
に
専
念
し
た
。

（
21
）�C

oquillette,�F
rancis�B

acon�

（Jurists;�P
rofiles�in�L

egal�T
heory

）�p.134,�

（O
xford�U

.P
.�1992

）,�V
II�F
rancis�B

acon,�R
eading�

on�the�S
tatute�of�U

ses�in�B
acon ’s�W

orks�400-401�

（Jam
es�S
pedding�ed.�1872

）.

（
22
）�4�inst.�86,�H

oldsw
orth,�H

istory�of�E
nglish�L

aw

（
以
下
、H

.E
.L
.

と
略
す
）�V

.�p.307.

（
23
）�P
lucknett,�A

�C
oncise�H

istory�of�the�C
om
m
on�L

aw
,�5
th�ed.�P

.601,�

（B
utterw

orths�1956

）.

（
24
）�C
oquillette,�supra�note�21,�at�52.

（
25
）�M

atthew
�M
anning ’s�C

ase

（1609

）,�8�C
o.�R
ep.�946�at�96�a.

（
26
）�P

ells�&
�B
row
n�

（1620

）,�C
ro.�Jac.590,�

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources.�p.186

）．

）
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

三
四

（
27
）�C

hilde�v.�B
ailee�

（1623

）,�A
rthur�T

um
our ’s�R

eports,�H
L
S
M
S
,�106.fo.13,

（B
aker�&

M
ilsom

,�S
ources�p.214

）．

（
28
）�S

am
bach�v.�D

aston

（1635

）,�N
elson�30,�

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources�p.149

）;�S
trathdene,�S

am
bach�v.�D

alston:�un�U
nnoticed�

R
eport,�74�L

aw
�Q
uarterly�R

eview
�550

（
29
）�S

im
pson,�supra�note�14,�at�233.

（
30
）�

後
見
裁
判
所
（C

ourt�of�W
ards�and�L

iveries

）：
後
見
権
、
相
続
料
等
の
国
王
へ
の
封
建
的
義
務
履
行
を
監
督
す
る
た
め
に
一
五
四
〇
年

に
ヘ
ン
リ
ー
八
世
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
裁
判
所
。
シ
ー
ズ
ン
に
基
づ
く
封
建
的
土
地
法
の
維
持
、
監
督
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
革
命
時
の

一
六
四
五
年
に
廃
止
さ
れ
、
王
政
復
古
後
の
一
六
六
〇
年
に
廃
止
が
確
認
さ
れ
た
。

（
31
）�R

ex�v.�H
olland

（1648
）,�S

tyle�20,�82,�E
ng.R
ep.�498.

（
32
）�R

eid,�T
he�S

eventeenth-C
entury�R

evolution�in�the�E
nglish�L

and�L
aw
,�43�C

leveland�S
tate�L

aw
�R
eview

�291�

（1995

）.

（
33
）�A

sh�v.�G
allen,�1C

h.�C
ases�114.

（
34
）�S

im
pson,�supra�note�14,�at�203

（
35
）�

前
掲
注（
６
）参
照

（
36
）�D

.E
.C
.�Y
ale,�L

ord�N
ottingham

’s�M
anual�of�C

hancery�P
ractice�and�P

rolegom
ena�of�C

hancery�and�E
quity,�chap.�III,�pars.�

26-27,�

（C
am
bridge�U

.�P
.�1965

）,�C
ook�v.�F

ountain�
（1672

）,�3�S
w
anst.�at�600.

（
37
）�

一
四
八
三
年
法
は
、
受
益
権
し
か
持
た
な
い
ユ
ー
ス
受
益
者
に
不
動
産
処
分
権
を
与
え
た
法
で
あ
り
、
一
五
三
六
年
ユ
ー
ス
法
は
、
こ
れ
を
コ

モ
ン
・
ロ
ー
上
の
不
動
産
権
に
格
上
げ
し
た
法
で
あ
る
と
の
解
釈
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ユ
ー
ス
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
38
）�D

.E
.C
�Y
ale,� “T

he�R
evival�of�E

quitable�E
states�in�the�S

eventeenth�C
entury:�A

n�E
xplanation�by�L

ord�N
ottingham

”�

C
am
bridge�L

aw
�Journal�

（1957

）,�72.

（
39
）�S
im
pson,�supra�note�14,�at�204,�note�77.

（
40
）�G

rey�v.�C
olville�

（1679

）,�2�C
h.�R
ep.�143,�21�E

ng.�R
ep.33.

（
41
）�B

evant�v.�P
ope�

（1681

）,�2�F
reem

an�71,�22�E
ng.�R

ep.�1066.

）
三
四
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

三
五

（
42
）�H

oldsw
orth,�S

om
e�M
akers�of�E

nglish�L
aw
,�p.150,�

（C
am
bridge�U

.P
.�1938

）.

（
43
）�B

aker,�A
n�Introduction�to�E

nglish�L
egal�H

istory,�5
th�ed.�p.310-311,�

（O
xford.�U

.P
.�2019

）;�S
im
pson,�supra�note�14,�at�205.

（
44
）�S

im
pson,�supra�note�14,�at�206.

（
45
）�id.

（
46
）�

「in�the�per

」、「in�the�post

」
の
表
現
は
、
元
は
占
有
令
状
（w

rit�of�entry

）
に
あ
っ
た
表
現
。
チ
ャ
ド
レ
ー
・
ケ
ー
ス
で
も
ク
ッ
ク
が

使
用
し
て
い
る
。H

oldsw
orth,�H

.E
.L
�III,�p.�71,�V

I�p.�433,�P
alm
er,�P

ath�to�P
rivity�p.120�

（A
ustin�&

�W
infield�1992

）.

（
47
）�S

im
pson,�supra�note�14,�at�206

（
48
）�M

aitland,�E
quity,�L

ecture�IX
,�

（C
am
bridge�U

.P
.�1909

）.

（
49
）�

認
識
の
原
則
（D

octrine�of�N
otice

）：
基
本
的
ル
ー
ル
は
、「
有
償
で
認
識
の
な
い
購
入
者
は
、
い
か
な
る
事
前
の
エ
ク
イ
テ
ィ
権
者
も
し

く
は
負
担
権
者
に
対
し
、
絶
対
的
、
無
条
件
、
か
つ
責
任
の
な
い
抗
弁
権
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
、

オ
ー
バ
ー
リ
ー
チ
の
発
展
に
よ
り
信
託
に
お
い
て
は
受
益
者
の
権
利
が
売
却
代
金
に
転
換
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、「
認
識
の
原
則
」
の
重
要

性
は
低
下
し
た
。
ま
た
、
一
九
二
五
年
土
地
負
担
法
に
お
い
て
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
が
登
記
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
認
識
の
原
則

は
、
未
登
記
の
土
地
で
土
地
負
担
法
の
登
記
が
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
50
）�B

aker,�supra�note�43,�at�328.

（
51
）�E

llesm
ere�

（1540-1617

）：
法
律
家
か
つ
外
交
官
。
司
法
長
官
、
国
璽
尚
書
を
経
て
、
一
六
〇
三
─
一
六
一
七
年
に
大
法
官
を
務
め
た
。
在

任
中
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
代
表
す
る
ク
ッ
ク
と
熾
烈
な
管
轄
権
争
い
を
し
、
一
六
一
六
年
に
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
へ
の
優

位
を
勝
ち
取
っ
た
。

（
52
）�B

ordw
ell,�E

quity�and�the�P
roperty,�20�Iow

a�L
aw
�R
eview

,�p.25-26�

（1934

）

（
53
）�S

im
pson,�supra�note�14,�at219.

（
54
）�P

urefoy�v.�R
ogers�

（1671

）,�2�W
m
s.�S
aund.380�

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources�p.95

）.

（
55
）�

ヘ
イ
ル
（H

ale

）
裁
判
官
の
意
見
は
、「
未
確
定
条
件
が
残
余
権
を
支
え
る
可
能
性
の
あ
る
自
由
保
有
不
動
産
権
に
依
拠
（depend

）
す
る
よ

）
三
五
（



イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

三
五

（
42
）�H

oldsw
orth,�S

om
e�M
akers�of�E

nglish�L
aw
,�p.150,�

（C
am
bridge�U

.P
.�1938

）.
（
43
）�B

aker,�A
n�Introduction�to�E

nglish�L
egal�H

istory,�5
th�ed.�p.310-311,�

（O
xford.�U

.P
.�2019

）;�S
im
pson,�supra�note�14,�at�205.

（
44
）�S

im
pson,�supra�note�14,�at�206.

（
45
）�id.

（
46
）�

「in�the�per

」、「in�the�post

」
の
表
現
は
、
元
は
占
有
令
状
（w
rit�of�entry

）
に
あ
っ
た
表
現
。
チ
ャ
ド
レ
ー
・
ケ
ー
ス
で
も
ク
ッ
ク
が

使
用
し
て
い
る
。H

oldsw
orth,�H

.E
.L
�III,�p.�71,�V

I�p.�433,�P
alm
er,�P

ath�to�P
rivity�p.120�

（A
ustin�&

�W
infield�1992

）.

（
47
）�S

im
pson,�supra�note�14,�at�206

（
48
）�M

aitland,�E
quity,�L

ecture�IX
,�

（C
am
bridge�U

.P
.�1909

）.

（
49
）�

認
識
の
原
則
（D

octrine�of�N
otice

）：
基
本
的
ル
ー
ル
は
、「
有
償
で
認
識
の
な
い
購
入
者
は
、
い
か
な
る
事
前
の
エ
ク
イ
テ
ィ
権
者
も
し

く
は
負
担
権
者
に
対
し
、
絶
対
的
、
無
条
件
、
か
つ
責
任
の
な
い
抗
弁
権
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
、

オ
ー
バ
ー
リ
ー
チ
の
発
展
に
よ
り
信
託
に
お
い
て
は
受
益
者
の
権
利
が
売
却
代
金
に
転
換
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、「
認
識
の
原
則
」
の
重
要

性
は
低
下
し
た
。
ま
た
、
一
九
二
五
年
土
地
負
担
法
に
お
い
て
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
が
登
記
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
認
識
の
原
則

は
、
未
登
記
の
土
地
で
土
地
負
担
法
の
登
記
が
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
50
）�B

aker,�supra�note�43,�at�328.

（
51
）�E

llesm
ere�

（1540-1617

）：
法
律
家
か
つ
外
交
官
。
司
法
長
官
、
国
璽
尚
書
を
経
て
、
一
六
〇
三
─
一
六
一
七
年
に
大
法
官
を
務
め
た
。
在

任
中
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
代
表
す
る
ク
ッ
ク
と
熾
烈
な
管
轄
権
争
い
を
し
、
一
六
一
六
年
に
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
へ
の
優

位
を
勝
ち
取
っ
た
。

（
52
）�B
ordw

ell,�E
quity�and�the�P

roperty,�20�Iow
a�L
aw
�R
eview

,�p.25-26�

（1934

）

（
53
）�S
im
pson,�supra�note�14,�at219.

（
54
）�P

urefoy�v.�R
ogers�

（1671

）,�2�W
m
s.�S
aund.380�

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources�p.95

）.

（
55
）�

ヘ
イ
ル
（H

ale

）
裁
判
官
の
意
見
は
、「
未
確
定
条
件
が
残
余
権
を
支
え
る
可
能
性
の
あ
る
自
由
保
有
不
動
産
権
に
依
拠
（depend

）
す
る
よ

）
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
三
年
九
月
）

三
六

う
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
権
利
は
条
件
付
遺
贈
（executory�devise

）
で
は
な
く
、
未
確
定
残
余
権
と
し
て
の
み
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」、

で
あ
っ
た
。

（
56
）�H

ow
ard�v.�D

uke�of�N
orfolk�

（1682-85

）,�3�C
hns.�C

ases�1,�S
w
anston�454

）、（B
aker�

＆M
ilsom

、S
ources�p.189

）．

（
57
）�
ヘ
ン
リ
ー
は
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
領
も
引
き
継
ぎ
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
爵
と
な
っ
た
の
で
、
本
ケ
ー
ス
は
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
爵
ケ
ー
ス
と
通
称
さ
れ

る
。

（
58
）�

本
稿
３
─
⑨
お
よ
び
前
掲
注（
27
）参
照

（
59
）�B

aker,�supra�note�44,�at�313

（
60
）�O

rlando�B
ridgm

an,S
ir�

（1606-1674

）：
民
訴
裁
判
所
首
席
裁
判
官
、
国
璽
尚
書
を
務
め
た
高
名
な
法
律
家
。「
内
乱
の
時
代
に
不
動
産
譲

渡
法
に
専
念
し
て
い
た
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
治
家
と
い
う
よ
り
法
律
専
門
家
で
あ
っ
た
の
で
、
王
党
派
で
あ
っ
た
が
動
乱
の
時
代
を
生
き
延

び
た
。
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
基
本
形
式
は
彼
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
爵
ケ
ー
ス
で
問
題
と
な
っ
た
セ
ト
ル
メ
ン
ト
も
彼
の
手

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
61
）�D

om
er�v.�P

arkhurst�

（1740

）,�6�B
row
n�p.c.351,�

（B
aker�&

�M
ilsom

,�S
ources,�p.98

）.

（
62
）�S

im
pson,�supra�note�14,�at�241.

（
63
）�D

icey,�T
he�P

aradox�of�T
he�L

and�L
aw
,�21�L

aw
�Q
uarterly�R

eview
.�221.

（
64
）�H

ardw
icke�

（1690-1764

）：
王
座
裁
判
所
首
席
裁
判
官
を
経
て
一
七
三
七
年
か
ら
一
七
五
六
年
の
間
、
大
法
官
を
務
め
た
。
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ

ム
が
築
い
た
基
礎
の
上
で
エ
ク
イ
テ
ィ
の
近
代
化
、
強
化
を
実
現
し
た
。

（
65
）�E

ldon�

（1751-1838

）：
保
守
的
な
法
律
家
。
王
座
裁
判
所
首
席
裁
判
官
を
経
て
、
一
八
〇
一
年
か
ら
約
二
五
年
間
大
法
官
を
務
め
た
。
有
能

な
側
面
も
あ
っ
た
が
、
訴
訟
の
遅
延
が
問
題
視
さ
れ
た
。

（
66
）�H
oldsw

orth,�H
.E
.L
.�X
V
.�P
.138.

（
67
）�

同
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
西
山
敏
夫
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
不
動
産
法
改
正
の
経
緯
」、
法
務
資
料
四
六
七
号
、
七
七
頁
（
法
務
省
大
臣
官
房

司
法
法
制
部
　
二
〇
二
〇
年
）

）
三
六
（

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
土
地
法
に
お
け
る
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
の
発
展
（
西
山
）

三
七

（
68
）�L

aw
�of�P

roperty�A
ct�of�1925,�1925�c.�20�

（R
egnal.�15�and�16�G

eo�5

）.

（
69
）�

一
九
二
五
年
土
地
負
担
法
は
、
制
定
法
、
訴
訟
等
に
基
づ
く
公
的
土
地
負
担
に
加
え
、
地
役
権
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
益
等
の
狭
義
の
「
土
地

負
担
」
定
め
た
。
そ
の
後
、
権
原
登
記
の
普
及
に
よ
り
土
地
登
記
法
に
吸
収
さ
れ
、「
土
地
負
担
法
」
は
、
主
に
未
登
記
の
土
地
に
適
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

（
70
）�

売
却
信
託
（trust�for�sale

）：
不
動
産
の
売
却
に
当
た
っ
て
、
売
却
の
た
め
に
不
動
産
に
関
す
る
す
べ
て
の
権
利
を
移
転
し
た
信
託
。
起
源

は
、「
商
人
間
の
決
済
設
定
（trader ’s�settlem

ent

）
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
継
承
財
産
設
定
に
似
る
が
、
目
的
が
保
持
で
は
な
く
売
却
に
あ

る
点
、
処
分
権
が
受
託
者
に
あ
る
点
で
異
な
る
。
こ
の
結
果
、
受
託
者
か
ら
土
地
を
購
入
し
た
購
入
者
は
、
受
託
者
だ
け
を
相
手
に
、「
第
三
者
の

権
利
」
を
懸
念
す
る
こ
と
な
く
土
地
を
取
得
で
き
る
。
ま
た
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
権
利
、
権
益
等
の
「
第
三
者
の
権
利
」
は
、
不
動
産
に
対
す
る
権

利
か
ら
、
信
託
に
対
す
る
受
益
権
に
転
換
さ
れ
る
。

（
71
）�

オ
ー
バ
ー
リ
ー
チ
（overreach

）：
代
表
的
な
不
動
産
法
概
説
書
は
、
以
下
の
通
り
解
説
し
て
い
る
。

「
オ
ー
バ
ー
リ
ー
チ
は
、
二
つ
の
別
個
の
意
味
を
有
す
る
。
第
一
は
伝
統
的
な
意
味
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
、
ま
た
は
エ
ク
イ
テ
ィ
上
の
財
産

上
に
現
存
す
る
権
利
が
他
の
権
利
へ
従
属
（subordination

）
あ
る
い
は
優
先
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
第
二
は
よ
り
狭
い
意
味
で
、「
財
産
に

お
け
る
一
定
の
権
利
が
土
地
か
ら
売
却
代
金
、
又
は
そ
れ
と
引
き
換
え
に
取
得
さ
れ
る
他
の
財
産
権
へ
転
換
（transfer

）
さ
れ
、
土
地
を
当
該
権

利
か
ら
自
由
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。」（M

egarry�&
�W
ade,�T

he�L
aw
�of�R

eal�P
roperty,�8

th�E
dition.�p.136,�,

（S
w
eet�&

�M
axw
ell�

2012

）.

（
72
）�

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
全
土
で
土
地
の
登
記
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
は
一
九
九
〇
年
、
新
規
の
セ
ト
ル
メ
ン
ト
廃
止
が
定
め
ら
れ
た

の
は
一
九
九
七
年
で
あ
る
。

（
主
な
参
考
文
献
）

1.�S
im
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�H
istory�of�the�L
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aw
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nd.�E
d.�
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xford�U

.�P
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）.
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三
七
（
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で
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果
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手
に
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三
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」
を
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と
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を
取
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の
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に
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三
八
（

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
罪
に
お
け
る
「
職
務
に
関
し
知
っ
た
と
き
」
の
意
義
（
南
）

三
九

＜

事
実
の
概
要＞

株
式
会
社
Ｃ
（
Ｃ
社
）
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
は
、
東

京
証
券
取
引
所
が
開
設
す
る
有
価
証
券
市
場
に
株
券
を
上
場
し
て

い
た
株
式
会
社
Ｄ
（
Ｄ
社
）
の
株
券
の
公
開
買
付
け
を
行
う
こ
と

に
つ
い
て
の
決
定
を
し
、
平
成
二
八
年
七
月
一
一
日
、
Ｃ
社
は
Ａ

証
券
株
式
会
社
（
Ａ
社
）
と
の
間
で
公
開
買
付
け
の
実
施
に
向
け

た
支
援
業
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン

シ
ャ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
契
約
を
締
結
し
て
、
Ａ
社
の
Ｆ
部
が
そ

の
業
務
を
担
当
し
て
い
た
。
Ｆ
部
で
は
、
Ａ
社
の
従
業
者
で
あ
り
、

ジ
ュ
ニ
ア
と
呼
ば
れ
る
上
司
の
指
示
を
受
け
て
業
務
に
従
事
す
る

下
位
の
実
務
担
当
者
の
Ｂ
を
含
む
Ａ
社
の
従
業
者
数
名
が
本
件
公

開
買
付
け
に
係
る
案
件
を
担
当
し
、
Ｂ
ら
は
、
契
約
の
締
結
に
関

し
、
本
件
公
開
買
付
け
の
実
施
に
関
す
る
事
実
を
知
っ
た
。
Ｆ
部

に
所
属
す
る
従
業
者
は
、
担
当
案
件
が
担
当
外
の
従
業
者
に
知
ら

れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
発
言
に
注
意
し
、
案
件
名
等
に
つ
い

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
罪
に
お
け
る

「
職
務
に
関
し
知
っ
た
と
き
」
の
意
義

─
最
決
令
和
四
年
二
月
二
五
日
刑
集
七
六
巻
二
号
一
三
九
頁

─

南
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判
例
研
究

）
九
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（


